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  生涯学習部長       長 岡  豊 彦 

  学校教育部長       金 山  正 彦 

  教育推進課長       蓮 実  一 郎 

  指導担当部長       池 上  修 次 

  指導担当課長       横 山   学 

中学校部会 

国語小委員会委員長    梅 村  武 仁 

教科用図書選定審議会委員         

（指導担当係長）     市 川  恵 幸 

保健体育小委員会委員長  猪 股    徹 

教科用図書選定審議会委員 

（指導担当係長）     佐 田  利 典 

社会小委員会委員長    吉 呑  正 美 

教科用図書選定審議会委員 

（指導担当係長）     工 藤  真 嗣 

技術家庭小委員会委員長  村 上  宗 夫 

教科用図書選定審議会委員 

（指導担当係長）     長谷川  正 人 

総務課長         長谷川  雅 英 

  庶務係長         宮 地  宏 明 

  書  記         川 畑  千 沙 
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４ 傍聴者  ３６名 

 

５ 議 題 

協議第１号 平成 24 年度使用教科用図書の選定について 
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 ◎ 開  会 

 

○山中委員長 それでは、これから平成 23 年第 10 回教育委員会会議を開会いた

します。 

会議録の署名は、臼井委員と設楽委員にお願いいたします。 
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◎協議第１号 平成24年度使用教科用図書の選定について 

 

○山中委員長 報道カメラ等の撮影につきましては、会議の円滑な進行のため

に、会議の冒頭部分のみの撮影ということでご協力をお願いいたします。この

後、今日の協議事項、平成24年の使用教科書用図書の選定につきまして、事務

局から説明をいただき、そしてその後、私のほうから本日の会議の進め方につ

いてご提案をいたします。この提案に対するやりとりが終わるまでの間の撮影

を認めますので、協力をお願いいたします。 

では、協議第１号について、初めに、教科用図書採択に係るこれまでの経過

と今後の流れ等につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

○学校教育部長 学校教育部長の金山でございます。私から、教科書採択に係

るこれまでの経緯と今後の流れ等について、ご説明いたします。 

 まず、札幌市教科用図書選定審議会における調査研究及び審議の経過につい

てご説明いたします。 

本年度は、中学校用、高等学校用、及び特別支援教育用教科用図書の採択替

えを実施いたしますことから、去る５月25日に開催されました平成23年度札幌

市教科用図書選定審議会第１回総会におきまして、平成24年度から使用する中

学校用教科用図書、並びに平成24年度に使用する高等学校用及び特別支援教育

用教科用図書の調査研究について諮問を行っていたところですが、このたび、

７月14日の第２回総会で審議が終了し、審議会から調査研究報告書（答申）が

提出されました。 

この間、審議会の中学校部会におきましては、２回の部会と７回の小委員会、

高等学校部会におきましては、３回の部会、特別支援教育部会におきましては、

５回の部会を、それぞれ開催しており、去る５月13日開催の第６回教育委員会

会議においてご決定いただいた「調査研究の基本方針」に基づいて調査研究が

進められてきました。 

次に、審議会において、調査研究の対象とした図書について、ご説明いたし

ます。 

中学校の教科用図書については、対象であるすべての教科用図書についての

調査研究をいたしました。お手元にあります資料「調査研究報告書（答申）抜

粋」には、本日審議する予定の種目ごとに、調査研究の対象となったすべての

教科書についての調査研究結果が取りまとめられております。 

次に、高等学校用教科用図書についてでありますが、高等学校用の教科用図

書は、学校の実態、課程や学科の特色、生徒の特性などを十分に考慮して、各

高等学校の課程、学科ごとに採択することとなっております。このため、各高

等学校ではそれぞれ、校長を委員長とする教科書選定委員会を設置し、みずか
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らの学校で使用するものとして適切と考えた教科用図書を選んでおります。ま

た、山の手養護学校高等部については、高等学校に準じた教育課程を編成して

おりますことから、高等学校と同様の扱いとしております。 

審議会においては、主として、これらの各高等学校が使用を希望する文部科

学省検定済教科用図書を調査研究の対象としております。 

なお、各学校に設置している教科書選定委員会は、使用希望教科用図書を選

定する組織として、選定の透明性を一層高める目的で、すべての市立高等学校

及び山の手養護学校高等部に設置しているものであります。 

次に、特別支援教育用教科用図書についてであります。特別支援教育用教科

用図書については、障がいの種類や程度、発達段階に応じて、児童・生徒が持

っている能力を最大限に発揮し、社会参加・自立を果たすことができるよう、

文部科学省著作の知的障害特別支援学校用小学部・中学部教科用図書、及び、

道教委の採択参考資料の対象となっている一般図書、並びに、教科用図書選定

審議会委員が推薦した、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切と認め

られる一般図書を調査研究の対象としております。 

次に、今後の教科書採択の流れについてご説明いたします。 

 本日と明後日の29日の２回の会議では、平成24年度から使用いたします中学

校用、並びに平成24年度に使用する高等学校用及び特別支援教育用教科用図書

の採択に向け、札幌市教科用図書選定審議会の調査研究報告書（答申）の概要

について、審議会中学校部会の各小委員会委員長、高等学校部会及び特別支援

教育部会の各部長から説明していただきます。教育委員の皆様方には、適宜、

質問、意見聴取を行っていただいた上で、調査研究報告書（答申）、教科書見

本、市民意見や学校意見等を参考にご審議いただくことになります。その上で、

８月５日の会議において、中学校用につきましては、種目ごとに、札幌市で使

用するに最も適切な教科用図書１種類を決定していただくことになります。ま

た、高等学校用につきましては、各学校の教育課程の実施に最も適切な教科書

を、特別支援教育用につきましては、本市の特別支援教育において児童・生徒

の状況に応じて使用するのに適切な教科書を決定していただくことになります。 

平成24年度使用教科用図書につきましては、こうした３日間のご審議の結果

を議案としてまとめ、８月10日の教育委員会会議におきまして、継続して採択

する小学校用教科用図書を含めて議決していただく運びとなっております。 

私からの説明は以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたしま

す。 

○山中委員長 ありがとうございます。冒頭に申し忘れましたので、申し上げ

ますが、本日も大変蒸し暑くなってございますので、ネクタイはもちろん上着

を脱いでいただいて結構です。それから、もし、携帯電話をお持ちの方がいら
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っしゃいましたら、会議の支障になりますので、くれぐれも電源をお切りくだ

さいますようお願いいたします。 

ただいまの事務局からの説明につきまして、質問などございましたらよろし

くお願いしたいと思います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山中委員長 それでは、再確認の意味で、流れを申し上げておきますが、た

だいま事務局から説明がありましたとおり、教科書の採択に向けては、今日を

含めて、４回の教育委員会会議を開催して審議することになります。 

そして、その４回のうちの選定のための審議、これは、今日と明後日29日、

そして８月５日の合計３回を当てます。そして、その結果を受けて、８月10日

の４回目で採択するという運びになっております。 

前半の３回の選定のための審議の流れにつきましては、まず第１段階が、選

定審議会中学校部会の小委員会委員長から答申についての説明をいただく、そ

して、それについての質疑応答をする、そしてさらに、小委員会委員長からの

意見聴取を行いまして、教育委員会会議として、教科種目ごとに選定の候補と

する教科書を二、三者程度に絞るということをさせていただきます。 

 そして、第１回目の本日は、国語、保健体育、社会、技術・家庭の順に、４

つの小委員会の委員長さんから答申を説明していただき、審議をさせていただ

きます。２回目の明後日は、数学、音楽、美術、理科、外国語の順に、残りの

５つの小委員会の関係を対象としてまいります。３回目の８月５日には、第２

段階ということで、第１段階で選定の候補とした各種目の教科書の中から、最

終的に、各種目１者を選定するということにいたします。 

 なお、高等学校部会及び特別支援教育部会につきましては、既に選定の候補

が挙げられておりますので、次回の29日金曜日の教育委員会会議において、調

査研究報告書、つまり答申の説明を受けた上で、８月５日に審議をするという

ことにさせていただきたいと思います。 

というような流れになりますが、皆さん、これでよろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 では、そのように進めてまいります。 

 それでは、以上のような流れで審議を進めてまいりますが、冒頭申し上げた

ように、報道カメラ等の撮影につきましては、ここまでとさせていただきます

ので、撮影はこれで終了していただきます。よろしくお願いいたします。 

まず、各種目の審議に入ります前に、私のほうから委員の皆さんに、ご報告

をしておくことがございます。 

委員の皆さんご承知のように、この度、教育委員会事務局に、市民であると

いうことを名乗る方から、匿名で、数年にわたり、教科書会社の社員と秘密裏
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に会合を重ねている教育委員がいるという告発文というタイトルの文書が郵送

されてまいりました。もちろん言うまでもありませんけれども、教科書採択の

任を負っている私どもが、教科書発行者の方と必要以上にお会いしたり、会合

を重ねたりすることは、札幌市の教科書採択の公正・中立性に対して、市民の

方から疑念を持たれることになりかねません。 

 そこで、当委員会といたしましては、事務局を通して、指摘のような事実が

あったのかどうかについて、委員の皆さんに事実の調査確認をさせていただい

た次第でございます。 

 その結果につきまして、先日、事務局から、いずれの委員においても、その

ような事実はなかったという報告を受けたところでございます。この点を、ま

ず皆さんにご報告をさせていただきます。 

それから、次に、もう１点、私のほうから委員の皆さんに確認させていただ

きたいことがございます。 

先ほど紹介したような今回の手紙に限らず、その他、特定の組織や団体、あ

るいは、会社等から、働きかけ、あるいは影響力の行使、圧力等はございませ

んでしたでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 ただいま、皆さんから、影響力の行使、あるいは圧力等はなか

ったというご回答をいただきましたので、私たち６人による協議は、教科書採

択の公正・中立性を確保し得るものであると判断をいたします。 

 では、審議に入りたいと思います。まず、「国語」と「書写」から始めたい

と思います。 

委員長さんからご説明をお願いいたしますが、その前に、私から小委員会委

員長さんに確認をさせていただきたいことがございます。このたびの小委員会

での審議に当たりまして、特定の組織、団体、あるいは会社等から、働きかけ

や影響力の行使、圧力などはございませんでしたでしょうか。 

○梅村小委員会委員長 一切ございません。 

○山中委員長 それでは、国語小委員会の委員長さん、調査報告書の説明をお

願いいたします。 

○梅村小委員会委員長 中学校部会、国語小委員会委員長の梅村でございます。 

 今回、調査研究の対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科

書の中から送付されました「東京書籍」「学校図書」「三省堂」「教育出版」

「光村図書出版」以上５者５種、合計18点の教科書であります。これらの教科

用図書につきまして、教育委員会が定めた「平成24年度から使用する中学校用

教科用図書の調査研究の基本方針」に基づきまして、国語小委員会におきまし

て、公正・中立な立場から、具体的な調査研究を進めてまいりました。 
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まず、調査研究の観点Ａであります、道教委が作成しました採択参考資料を

基礎資料とした調査研究の結果についてご説明をいたします。採択参考資料の

国語１ページをご覧ください。 

国語科におきましては、新学習指導要領に示されている教科の目標や現行の

学習指導要領が改訂された際に示されました改善の基本方針等として、特に、

「言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能力」「互いの立場や

考えを尊重して言葉で伝え合う能力」などを育成することが重視されておりま

す。 

 採択参考資料では、国語２ページからの、様式２から別記まで調査研究結果

を示しておりますが、そのうち、様式２の「使用上の配慮等」の第２項目「生

徒の学習意欲を高める工夫」と、第３項目「使用上の便宜」について各教科書

の特徴が見られました。 

そこでまず、「生徒の学習意欲を高める工夫」の項目についてであります。 

各教科書とも、学習の手引やコラム等で学習の目標を示したり、学び方や学

習のポイントを示すなどして学習意欲を高める内容となっておりますが、特に、

光村図書出版では、冒頭に掲載されております「学習の見通しをもとう」とい

う一覧表におきまして、学習活動や教材と、それぞれの学習で身につける主な

言葉の力とをマトリックスで領域ごとに示し、どんな言葉の力を身につけるこ

とが可能なのかが学習者にも把握しやすく、学習計画を立てたり、振り返って

次の学習に生かしたりするときに活用することが可能な点に特徴が見られまし

た。 

 次に、「使用上の便宜」についてでありますが、各教科書とも、「学習の手

引」などで学び方を掲載したり、巻末あるいは別冊として学習に有効な資料を

提供したりするなど、発展的な学習あるいは他教科等の学習、個に応じた指導

に配慮した内容となっております。 

この中で、東京書籍と光村図書出版に特徴が見られましたのでご説明をいた

します。 

まず、東京書籍ですが、巻末に練習問題がついており、ここには「分類する」

「分かりやすくする」等のテーマに基づいた解説と、それに基づいた練習問題

があり、家庭学習に役立てることができるようにもなっております。 

 また、光村図書出版では、巻末の「学習を広げる」で資料や索引等を掲載し、

補充的な学習や発展的な学習に活用できるようになっておりますが、特に「学

習に役立てよう」という一覧表に特徴が見られました。ここには、国語学習や

他教科の学習活動に生かせる言葉の力を一覧で示しており、身につけた言葉の

力を確認したり、学習や生活の中で生まれた課題について、調べたり考えたり

するときの手がかりとして活用することができるものとなっております。 
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続きまして、調査研究の観点Ｂ「札幌市として設定する調査研究項目」につ

いて説明をいたします。資料は答申、国語３ページをご覧ください。 

 国語におきましては、調査研究項目として、共通項目「１ 札幌らしい特色

ある学校教育の推進」について３項目、そのほかは教科別項目になりますけれ

ども、「２ 学ぶ力を培う学習の充実」について１項目、「３ 地域への関心

を高める教育の推進」について３項目、「４ 自分の考えをもって表現する力

を高める学習の充実」について１項目、計８項目について調査研究を実施いた

しましたが、そのうち、１の（１）「【読書】活動の取扱い」と、３の（２）

「『書くこと』の取扱い」については、各教科書の特徴が見られましたのでご

説明をさせていただきます。 

まず、１の（１）「【読書】活動の取扱い」についてご説明をいたします。

国語の４ページをご覧ください。 

 ここでは「自分の読書生活を振り返り、本の選び方や読み方について考える

学習内容が可能な内容となっているか」という観点で調査研究を行いました。 

東京書籍では、「読書への招待」という単元に掲載されております「読書紹

介」で、「人権」や「異文化理解」といったテーマに基づいた選書を通して、

本の選び方について考えたりすることが可能な内容となっており、加えて、３

年「読書生活を振り返ろう」では、読書計画を立てるという取り組みを通して、

これまでの読書生活を振り返ることが可能な内容となっております。 

次に、学校図書でありますが、学校図書では、本の読み方や選び方について

学んだり考えたりする学習につなげていくことが可能な内容となっております。 

三省堂では、３年「アンソロジーを作ろう」という、いろいろな本や雑誌か

ら、お気に入りの文や文章を選んで集める学習活動を通して、読書生活を振り

返ることが可能な内容となっております。 

 次に、教育出版でありますが、教育出版では、「読書への招待」という単元

があり、学年ごとにテーマが設定されておりまして、また夏目漱石、芥川龍之

介といった近代の作家の作品とその解説を掲載することによって自分の読書生

活を振り返り、本の選び方や読み方について考える学習活動が可能な内容とな

っております。加えて、解説つきの読書案内があり、読書に対する関心を広げ、

本を選ぶことについて考える活動が可能な内容となっております。 

光村図書出版でありますが、光村図書出版では、読書活動をより充実したも

のとするため、単元「読書と情報」の中の「読書案内」や、巻末の「○年生に

お薦めの本」、また、２年生では「郷土ゆかりの作家・作品」等、３年間で250

を超える作品を紹介しております。加えて、読書記録をつけることを奨励する

ことにより、これまでの読書生活を振り返ることが可能な内容となっておりま

す。 
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最後に、３の（２）「『書くこと』の取扱い」についてご説明を申し上げま

す。答申、国語９ページをご覧ください。 

 ここでは、「目的や意図に応じて、社会生活にかかわることなどについて文

章を書いて考えを広げたりまとめたりする活動を通して、地域への関心を高め

ることが可能となっているか」ということを観点として調査研究を行いました。

各教科書とも、ガイドブックやリーフレットづくり等を通して学校紹介や地域

紹介を行っていくという学習活動を取り入れており、地域への関心を高めるこ

とが可能な内容となっておりましたが、中でも教育出版と光村図書出版に特徴

が見られましたのでご説明をいたします。 

まず、教育出版では、「地域レポート」を書くという学習活動によって、地

域のバリアフリーの問題をテーマに、自分の考えを表現することを学ぶととも

に地域への関心を高めることが可能な内容となっておりました。 

 次に、光村図書出版でありますが、光村図書出版では、地域の公園を紹介し

たり、地域や施設を紹介するパンフレットづくり、身近な人の物語をレポート

にするという学習活動を通して地域への関心を高めることが可能な内容となっ

ております。 

以上、国語について説明をさせていただきました。 

○山中委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に関して委員の皆さんからご質問ございましたら、

お願いいたします。どなたからでも結構でございます。 

○西村委員 三省堂の本が、別冊がありますよね。これの使い方というのはど

のような扱いなのですか。 

○梅村小委員会委員長 三省堂は、本編と資料編というふうに分冊になってお

りますけれども、授業で使う場合は本編を中心に扱いますので、本編の内容を

より深めたり、あるいは補足をしたり、または生徒の興味・関心を補完するた

めに活用する。あるいは、読み物と重なっておりますので、発展としての活用

も可能になるというふうに考えます。 

○西村委員 そうすると、これはあったほうが有効であるとか何とか、そのあ

たりはどのように。 

○梅村小委員会委員長 教科書本編を補うものというふうな意味になりますの

で、授業の中で、有効に活用できるという部分もあろうかと思います。 

○山中委員長 ほかの会社ではこのようなものはないけれども、本来の教科書

のほうで大体似たようなことが賄われるということなのか。それともやっぱり、

こういう別冊がついていることによって、本来の教科書以上にプラスアルファ

があるという教育効果、あるいは教える側にとっても、教わる側にとっても教

育効果があるということになるのでしょうか。比較の問題としては。 
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○梅村小委員会委員長 資料の中身そのものにつきましては、他の教科書は巻

末のほうに資料編に相当するものが載っておりますので、そちらのほうで十分

学習内容に対応できる補足的なもの、発展的なものがあろうかと思いますが、

分冊になることによって、さらに、特に読み物等が加わっている形になろうか

と思います。 

学校現場では、国語便覧という、また別な副読本を購入することが多くて、

そちらのほうで補足、あるいは発展的に扱う場合もございますので、それに近

い扱いが、副読本がある場合については可能になることがあろうかと思います。 

○山中委員長 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

○臼井委員 ＰＩＳＡ等の学力調査では、ご存じのように日本の子どもたちが、

いわゆる記述問題に対する無回答が多いというのが特徴で、書くことについて

の指導ということがますます重要になってくると思いまして、実際、書くこと

の取り扱いといいますと、それぞれの教科書が特色を持ったそれぞれ取り組み

をやっておるように見受けられたのですけれども、先ほどのご説明をもう少し

詳しくいただけますでしょうか。 

○梅村小委員会委員長 書くことの取り扱いにつきましては、答申の国語９ペ

ージの中に記述させていただいておりますが、各教科書において共通している

のは、さまざまな言語活動を多彩に取り入れているところであります。ガイド

ブックをつくるでありますとか、あるいはリーフットをつくるでありますとか、

あるいはパンフレットをつくるとか、そういう他の人へ発信するというふうな

各場面を設定して、活動も多彩に盛り込まれているという特色がございます。 

○山中委員長 よろしいですか。ほかに。 

○設楽委員 採択参考資料のところで、たしか標準授業時数が、第２学年では

少し増加するのですね。105時間から140時間ということで、第２学年は増える

のですね。教科書のページ数だけでそんなこと言えないのですが、非常にペー

ジ数がふえている会社と、それからほとんど変わらない発行社があるのですが、

その辺の授業数が増えるということと、それから教科書の量的な増え方という

のは全然関連はないんですか。関係はあるのですか。 

○梅村小委員会委員長 基本的には、指導事項を指導する、そのための教材と

しての教科書でありますので、分量的に教科書のページが増えているというこ

とは、教材の扱いによっては生じてはいるのですけれども、実際に学習する中

身につきましては、直接的には関係がないかと思います。 

○設楽委員 それでは、教科書がすごく厚くて重くてということと、教科書が

少し軽くて持ち運びやすいということが、どっちが生徒にとってよいのかとい

うか、そういうことは何かお考えがございますか。 
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○梅村小委員会委員長 教科書がＡ４判化されて重くなっているというふうな

傾向と、あとほかの教科のことも考えますと、ある程度重さということも関連

してくるかと思います。基準があるわけではありませんけれども、余り重過ぎ

ずという部分は必要かと思います。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員 読書の関係なのですけれども、読書計画を立てるという考え方と、

それから、それが今までの教科書のあり方だったのか、あるいはまた新しい概

念なのか。今までのいろいろな教科書を見てみますと、こういう本を読んだ、

こういう本を読んだ、読んだというような、テーマに基づいたものがいっぱい

出てくるのですけれども、それ以降の活用というところで読書計画というのが

出てくるのか、最初から読書計画みたいなのが出てきて、それから読書の勉強

を続けていくのか、どちらのほうなのでしょうかね。 

○梅村小委員会委員長 子どもの読書生活自体が、読書に親しんでいる子と親

しんでいない子ということがありますので、その両方の場合が必要になってく

るかと思います。教科書を通して読書計画を立てると、あるいは読書を振り返

るというふうなことを通して、さらに読書に親しむようにするのは、どのよう

な子どもにあっても共通だと思いますので、特にどちらが先かというのはちょ

っと決めがたい部分がございますが、その内容が盛り込まれているかどうかと

いうことが重要だと思います。 

○池田委員 例えば、これは東京書籍の174ページのところに、読書生活を振り

返ろうということで、３番として、自分の読書生活を豊かにするために読書計

画を立ててみようというのがありますよね。例えば、これから子どもたち、あ

るいは先生たちというのは、どんなような展開をしていくのでしょうかね。読

書計画ということが出てきたので、ちょっと興味を持ってひもといてみました

ら、たった１行しかなかったのですね。どういう読書計画をつくっていくかと

いうことがもうちょっと詳しいほうがいいのか、それとも、現場の先生たちの

ほうでそれをされているのかというのがちょっとお聞きしたいと思ったのです。 

○市川指導担当係長 あくまでも、その先をどうするかという部分、発展的な

部分があるかということが大切だと思います。もちろん今までの自分の読書生

活を振り返ることによって、自分がどういう読書をしてきたのか、それに基づ

いて、今度は計画を立てていって、そして、実際に自分がみずから進んで意欲

的に読書に結びつけていくというところもありますので、本当は詳しく載って

いるという部分があったら丁寧なのかもしれないのですが、そこは個々人に任

せられているというか、教師の指導にある程度任されているという部分もある

かと思います。 

○設楽委員 小学校の教科書の議論のときに、最近は、中学校になってからの
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学習への適応というか、そういうことを考えて６年生の教科書を編集するとい

う、そういうお話がございました。改めて中学生になってから、学習に戸惑い

を覚えたりすることがあるのかどうか。国語ではどうだったということをちょ

っと伺いたいのですが。もし、そういうことがあるのであれば、そういうこと

に配慮した教科書というのはどういう配慮をしているのかということを教えて

いただきたいのですが。 

○梅村小委員会委員長 一般に、小学校から中学校へ進学することにより、学

習が難しくなるというイメージがございますけれども、そうしますと、教科書

の初めのほうで、学習の見通しが持てるかどうか、あるいは学習の仕方がわか

るかどうかということがかぎになろうかと思います。教科書におきましても、

各者、それぞれ目次でありますとか、あるいは本教材に入る前の段階で手引き、

学習方法などの解説等を盛り込む工夫がされておりまして、その部分で国語学

習への親しみといいますか、見通しが持てるようなものがよいというふうに考

えます。 

○市川指導担当係長 ちょっと補足なのですが、小学校では音読とかいろいろ

な活動があるかと思うのですが、中学校においても音読からスタートさせると

いうことで、例えば詩が掲載されているとか、古文が掲載されているとか、い

ろいろな方法があると思います。そういった部分で小学校から中学校の引き継

ぎというか、滑らかなつなぎというのでしょうか、そういう活動ができるよう

な教材のつくりになっているものがあります。 

○臼井委員 いわゆるメディアに対することなのですけれども、例えば、最近

でしたら、さっき作文の話で伺ったのですけれども、いわゆる手書きだけでな

くて、ワープロで文書入力するとか、あるいはそういうもので書かれたものを

読むとか、そういうようなことについて何か特色を持っているものというのは

ありますでしょうか。 

○梅村小委員会委員長 いろいろなプレゼンとか、そういう表現にも発展して

くるのですけれども、教育出版の教科書が、例えばグラフとか図表の効果的な

使い方ですとか、読む上でも、あるいは発信する上でも、効果的な資料を使っ

て話すにはというふうなものが盛り込まれたりしまして、メディアとか、図や

グラフ等を用いて表現力を高めたり、あるいは、そういったグラフや表から読

み取る力を高めたりするなど、両面から学習することが可能な内容を持ってお

ります。 

○山中委員長 それは、教育出版の特徴ということなのですか。ほかの教科書

も。 

○梅村小委員会委員長 ほかの教科書も、図表を使って発信しようとか、図表

を添えて日記を書こうというのは出ているのですが、特に教育出版におきまし
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て顕著なのは、１年生の、説明的な文章になりますが、「花の形に秘められた

ふしぎ」というふうな教材文の話で、実は目標は、文中のグラフに注目し、事

実と意見を読み分け、大段落ごとに文章を要約し、要旨をとらえようというふ

うな目標のもとで学習をするようになっております。 

また、こういう関連の中で、「話す・聞く」の中でも、１年生では、自分の

通学路について、簡単な地図を使って発表しようということで、さまざまな表

現方法を用いての表現、そういったことも含めて学習できるような内容になっ

ております。 

○山中委員長 そういったグラフとか図を読み取るというのは、国語の問題と

いうだけではなくて、もちろん国語の読解力という部分にもつながるのだけれ

ども、他方、数学とか理科とか、理系のことに関しても非常に大事な、理解を

し、さらにそれをいろいろ深めていくために必要なことだと思うのですが、こ

の辺は、今のお話だと、各出版会社とも力を入れているということになるので

すね。 

○梅村小委員会委員長 ほかの会社も、情報活用ですとか、そういう部分で取

り入れている部分はありますけれども、特に、１年生のこの教材の部分が顕著

だというふうに理解をしております。 

○山中委員長 ほかにございますか。 

○西村委員 教育出版は、目次を見ますと、読むことが最初に出てきて、話す

こと、聞くこと、書くこと、伝統文化と言語と、前から順番に固まっているの

ですね、領域別というのですか、それで固まって最初からなっているのですけ

れども、ほかの教科書は、割とばらばらに出てきますよね。もし最初から、頭

から授業を受けることになると、１学期中は全部読むことということになって

しまって、最後の３学期は伝統文化と言語ということになると思うのですけれ

ども、こういう教科書の場合は、頭から順番にやっていかなくてもいいという

ことなのでしょうか。 

○梅村小委員会委員長 目次は掲載された順番に載っておりますけれども、実

は、教育出版の現行の教科書と新しい教科書との違いの中に、掲載されている

順番が領域別というのは変わっていないのですけれども、現行の教科書のほう

では、さらに別な目次もありまして、そちらのほうでは順番を変えて扱うよう

な形に、２つ示されておりました。今回はその２つの進め方の学習計画、ステ

ップ型学習計画、ポイント型学習計画と申しておりましたけれども、それらは

なくなりました。その分、現場のほうに学習計画を自由に作成する、その自由

度が増したというふうに考えられます。 

○西村委員 ほかの教科書も、どこからやってもいいということなのですか。 

○梅村小委員会委員長 根本的にはそうなのですが、ほかの教科書はまた、単
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元というもので、一つの単元の中にそれぞれの領域が組み込まれるように編集

をされております。 

○西村委員 教育出版以外の教科書は、大体前から順番にやっていくと考えて

もいいのですか。 

○梅村小委員会委員長 はい。そのように考えられます。 

○西村委員 教育出版は、割と自由に自分たちで組みかえながら、いろいろな

要素をうまく組み合わせてやっていく教科書ですか。 

○梅村小委員会委員長 はい。そういう自由度が増しているというふうにとら

えております。 

○山中委員長 自由度が増すということは、逆に言うと、それだけ教員の能力

的なものが試されるというか必要になる。能力的というか、努力も含めて、そ

ういうことになるわけですね。そういう意味では、例えば、若い経験の少ない

先生方は、それが教えにくいということになるのでしょうか。 

○梅村小委員会委員長 自分１人の力では難しい面があろうかと思います。 

○北原委員 学校で教科をどういうふうに進めるかということについては、教

科の中で話を詰めていきますよね。 

○山中委員長 教科の担当の中で、複数の担当でということですね。 

○梅村小委員会委員長 その中で相談をして、学習の進め方を決めるというこ

とになりますので、１人にすべてが委ねられるというわけではありません。 

○山中委員長 皆さんでカバーし合いながらやっていけるということですかね。 

ほかにどうでしょうか。 

○池田委員 生徒たちに興味を持ってもらうという意味で、身近な問題をテー

マに挙げている教科書というのは幾つかあるのでしょうか。今回の中で、地域

とか、地域レポートとか、抽象的なものは見ていきますとありますけれども、

具体的に、札幌市の地域を意図したり、あるいは自分たちが住んでいるところ

に対したりすることを通して、興味を持ってもらうというか、そういうような

工夫をされている教科書というのはあるでしょうかね。 

○市川指導担当係長 札幌そのものという感じではなくて、例えばアイヌを扱

うとか、そういった部分はあるのですが、基本的には、身近なものというのが

子どもたちにとってどんなイメージがあるのか、北海道に限らず、例えば子ど

もたちに興味があるような題材を選んでくるとか、いろいろあるかと思います。

それはどこの教科書も同じような形であります。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○西村委員 教育出版の１年生なのですけれども、字が、ほかの会社よりフォ

ントが小さいのではないかなという気が、行間も狭いかなという気がしたので

すけれども、小学校から上がってきて、いきなりこの字の大きさってどうなの
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でしょうか。現行の教科書よりもさらに小さくなっているのではないかなとい

う気がしたのですけれども、どうでしょう。 

○梅村小委員会委員長 今、表示されております「蜘蛛の糸」という教材につ

きましては、これは読書教材ですので、発展として読むというふうな扱いにな

りますので、これについては何時間もかけて扱うものではありません。 

○市川指導担当係長 文字の大きさのことですよね。今、確かに言われるよう

に、下のほうの、これは教育出版、それから、ほかのところもちょっと比較し

てみようかと思うのですが、確かに導入の段階を比較すると、これは光村です

ね、行間があいていたりですとか、多少の字の大きさは違うのかもしれないで

す。ここの間が短くなっているけれども、下の余白のところが結構いろいろな

ことが、補助的な説明がされているというメリットとしてあるのかなと。 

○西村委員 行数でいうと、ちょうど「花の形に秘められたふしぎ」のところ

が20行なのですね。１ページに20行が入っているのですけれども、ほかの会社

だと大体18行ぐらいですね。光村図書で18行と、行数だけ見ても２行違うとい

うことで、ということは行間がちょっと違うのかなというふうに思ったのです

けれども。このあたりは、小学校から上がってきた１年生が見たときに、大人

になったなと感じるか、それとも難しくなったなと感じるか。 

○市川指導担当係長 教育出版の場合は、前から授業を進めていくというより

は、先ほどお話があったように、読むこととか書くこととか組み合わせてやっ

ていきますので、必ずしも、確かにこの一番初めのほうから進めると行間がち

ょっと小さくなって、中学校っぽくなったなというふうに思うのかもしれない

のですが、そのあたりはいろいろな配慮によってカバーできるのではないかな

と思います。 

○西村委員 わかりました。 

○山中委員長 ほかにいかがですか。ご質問はありませんか。 

それでは、ちょっとまとめ的にお尋ねをしたいのですが、調査研究の観点Ａ

に関して、学習指導要領を踏まえた採択参考資料というのを見た場合に、特徴

が顕著な教科書は、どういう点からいってこの教科書だというようなことにな

るのでしょうか。あるいはまた、調査研究の観点Ｂの関係、つまり札幌市とし

て設定する調査研究項目、その関係で、特徴が非常に顕著なのはこの教科書だ

というようなことが、具体的な理由も含めて指摘いただけるものであれば、ご

指摘いただきたいなと思いますが。それぞれの教科書、それぞれ特徴があって

なかなか難しいかもしれないのですけれども。 

○梅村小委員会委員長 まず、調査研究の観点Ａに関しましてでありますが、

特徴が顕著な教科用図書は、東京書籍と光村図書の２者でございます。 

 東京書籍に関しましては、巻頭に領域別の教材や学習目標を示すということ
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で、生徒が見通しを持って学習することができるような配慮がされている点。

さらに、練習問題を巻末に示したりするなど、家庭学習に役立てるということ

ができる点であります。 

光村図書につきましては、巻頭や各単元におきまして、学習の見通しを持っ

たり、学習を振り返ったりすることができるようになっている点。さらに、巻

末の資料や索引等を通して、補充的な学習や発展的な学習ができるという点で

ございます。 

続きまして、調査研究の観点Ｂに関しまして、特徴が顕著な教科用図書であ

りますが、東京書籍、教育出版、光村図書の３者でございます。 

東京書籍に関しましては、読書計画を立てるという取り組みを通して、読書

生活を振り返ったりすることができます。 

教育出版におきましては、学年ごとのテーマで、本の読み方について学ぶこ

とができ、さらに解説書つきの読書紹介によって読書に関する関心を広げるこ

とができます。 

３点目の光村図書でありますが、さまざまな角度から多くの本を紹介して、

読書に対する興味・関心を広げたり、読書記録をつけることで、読書生活を振

り返ることができるように配慮されております。また、書くことの取り扱いに

ついては、地域への関心を深めることができるようになっております。 

まとめますと、以上のようなことになっております。 

○山中委員長 今の全体的なご意見について質問はございますか。 

特になければ、今の小委員会委員長さんのご意見からいたしますと、観点Ａ

においても、また観点Ｂにおいても、特徴が顕著であった教科書といたしまし

ては、国語では、家庭学習に役立てることができること、あるいは読書生活を

振り返ることができることなどの理由で東京書籍と。それからまた、生徒自身

が学習の見通しを持ったり振り返ったりすることができるということ、あるい

は読書に関する興味・関心を広げたり、地域への関心を高めたりすることがで

きるというような理由から光村というあたりが特徴的であるというようなこと

でありますが、国語に関しては、そうしますと、選定の候補として、この２者

を挙げるということについてはいかがでしょうか。 

さらに、さっきも申し上げましたように、今日の審議では２ないし３者に絞

り込んで、そして、５日に１者を選定するという形で進めてまいるわけでござ

いますけれども、さらに今申し上げた特徴的な２者のほかに、この教科書を候

補に入れたほうがよろしいのではないかとか、あるいは、今お話のあった２者

についてのご意見も含めて何かあればと思いますが、いかがでしょうか。 

○臼井委員 観点Ａについては、東京書籍と光村図書の２者ということだった

のですけれども、例えば、Ｂの観点からでは教育出版もということだったので
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すけれども、ここでＡの観点で、この２つの会社に比べると、教育出版の場合

だと、そういう特色の点で明らかな違いがあるというようにご判断されたので

しょうか。 

○梅村小委員会委員長 教育出版におきましても、現行と新しい教科書を見比

べたときには、Ａにありますような主体的な学習を進めるという上での改訂が

されておりますので、大きな違いというところまではいかないとは思います。 

○西村委員 現在は教育出版ですね。その辺の、今やっていることとの兼ね合

いを今まだ議論していないので、教育出版も残しておいたほうがいいのかなと

思います。 

○池田委員 私も迷ったのですが、解説つきの、教育出版に読書紹介というの

が最後にありますね。それが、解説があったほうがいいのかどうかというのが

非常に迷いながらも、そういう意味では、今そういう判断しなくて、ここを対

象に入れたほうがいいのではないかなというふうな気がしています。 

○山中委員長 そうしますと、今、候補として挙がっているのが東京書籍、光

村、そしてまた教育出版、この３者を選定の候補としてさらに審議を進めたほ

うがいいのではないかというような方向かと思いますが、そういうことで、こ

この段階ではこの３者を選定候補とするということでよろしゅうございますか。

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 では、そのようにさせていただいて、書写のほうに移りたいと

思いますが、書写についてご説明してください。 

○梅村小委員会委員長 それでは、引き続きまして「書写」についてご説明を

させていただきます。 

 今回、調査研究の対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科

書の発行者から送付されました「東京書籍」「大日本図書」「学校図書」「三

省堂」「教育出版」「光村図書出版」以上の６者６種、合計10点の教科書であ

ります。これらの教科用図書につきましては、教育委員会が定めた「平成24年

度から使用する中学校用教科用図書の調査研究の基本方針」に基づきまして、

国語小委員会において、公正・中立な立場から、具体的な調査研究を進めてま

いりました。 

まず、調査研究の観点Ａについてご説明いたします。 

 これは、先ほども申しましたが、道教委が作成しました採択参考資料を基礎

資料として調査研究を行った結果でございます。採択参考資料の書写の１ペー

ジをご覧ください。 

書写におきましては、新学習指導要領に示されている教科の目標や現行の学

習指導要領が改訂された際に示されました改善の基本方針等として、特に、日

常生活や学習活動に生かすことのできる書写の能力を育成することが重視され
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ています。 

採択参考資料では書写の２ページの様式２から別記まで調査研究結果を示し

ておりますが、そのうち、様式２の「使用上の配慮等」について、各教科書の

特徴が見られました。 

まず、「使用上の配慮等」の１項目「生徒の学習意欲を高める工夫」であり

ます。 

 東京書籍、大日本図書、学校図書及び教育出版では、北海道にゆかりのある

言葉や文字を取り上げることを通して、また、三省堂と光村図書出版では、自

己評価等のための観点を示すコーナーを位置づけたりすることなどによって、

それぞれ、生徒の学習意欲を高めるための工夫が見られました。 

次に、「使用上の配慮等」の２項目「生徒が主体的に学習に取り組むことが

できる工夫」についてですが、各教科書とも、学習過程が見渡せるように学習

の流れを示すなどして生徒が主体的に学習に取り組むことが可能な内容となっ

ておりますが、特に、東京書籍と光村図書出版において、書写の学び方につい

て、「学習の手引」を段階に分けて学習内容や手順を示し、「広げよう」とい

うところにおいては、目的に応じて選択して書いたり、学習事項に関連した教

材や資料のコラムを掲載したりという特徴が見られました。 

最後は「使用上の配慮等」の３項目で、「使用上の便宜」についてですが、

東京書籍、大日本図書、三省堂、教育出版は、１年と２・３年とで分けてあり

ます。これに対して、学校図書、光村図書出版は全学年を一冊にまとめてあり

ました。 

次に、調査研究の観点Ｂ「札幌市として設定する調査研究項目」について説

明をいたします。資料は、答申の国語の12ページをご覧ください。 

「１ 札幌らしい特色ある学校教育の推進」について１項目、「２ 学ぶ意

欲を培う学習の充実」について１項目、計２項目について調査研究を実施いた

しました。 

続きまして、答申の国語13ページをご覧ください。 

「１ 札幌らしい特色ある学校教育」の三つのテーマの中でも特に【読書】

について、各教科書の特徴が見られましたので説明させていただきます。 

大日本図書や学校図書では、読書を通して好きな言葉を選んで作品をつくっ

たり、古典の一部を視写したりするなど、読書活動と関連させた活動が可能と

なっております。 

東京書籍と光村図書出版では、読書を通して好きな言葉を選んで作品をつく

ったり、古典の一部を視写したりする活動に加えて、本の帯あるいはカバーを

つくるという学習活動があったり、教育出版では、日めくりカレンダーをつく

るという学習活動がありました。なお、三省堂では、東京書籍、光村図書出版
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と同様に帯づくりをするという学習活動がありましたが、環境に関しても一部

触れている箇所がありました。 

このような帯づくりや、日めくりカレンダーをつくるのは、書写で学んだこ

とを、国語科を初めとする各教科等の学習場面や社会生活における、話す、聞

く、書く、読むといった言語活動に役立つようにするという上で有効な学習活

動と言えます。 

次に「２ 学ぶ意欲を培う学習の充実」であります。答申の国語の14ページ

をご覧ください。 

ここでは「（１）漢字を書くことの取扱い」について、「書写学習を通して、

社会生活に必要な基礎的・基本的な知識である漢字学習に対する興味・関心を

高めるとともに、伝統的な文字文化に対する認識や、親しむ態度をはぐくむ学

習活動が可能な内容となっているか」という点を調査研究の具体的内容として

調査いたしました。 

 まず、東京書籍、大日本図書、三省堂につきましては、文字の変遷などを示

すことにより、伝統的な文字文化に親しむことが可能な内容となっておりまし

た。 

 学校図書では、毛筆と硬筆を関連させて漢字を整えて書くための基礎を定着

することが可能な内容となっておりました。 

一方、教育出版では、巻末の行書による漢字一覧表において、共通する点画

や似通った部分ごとに漢字を分類して掲載したり、文字の変遷では、一つの文

字を時代ごとに追いかけたりしておりまして、これらの題材は、漢字への興味・

関心を高めたりすることが可能な内容となっておりました。 

また、光村図書出版では、「漢字ワンダーランド」あるいは「発展教材」等

で、伝統的な文字文化を認識し、漢字への関心を高めたり、親しむ態度をはぐ

くんだりすることが可能な内容となっておりますが、このほかに、コラム「デ

ザイナーと文字」では、漢字と手書き文字の持つよさや使い分けの必要性を理

解することが可能な内容となっておりました。 

以上で、書写についてのご説明を終わらせていただきます。 

○山中委員長 ありがとうございます。それでは、ご質問ありましたらお願い

いたします。 

○西村委員 先ほど、合本になっているものと、３年間で１冊のものとがある

ということなので、それぞれ短所、長所があると思うのですけれども、教えて

いただきたいと思います。 

○梅村小委員会委員長 合本になっているということになりますと、１年生の

ときに３年生を、３年生の学習で１年生を振り返ることができるという点があ

りますので、学習を見通せるというふうなメリットがあろうかと思います。分
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冊になっているということについては、それぞれ分冊にしている各者でのねら

いがあろうかと思いますが、１年生を基礎・基本的なもの、２・３年生を活用

的なものというふうにしているところがありましたので、そのようなすみ分け

が可能になるというふうに思います。 

○山中委員長 ほかにいかがですか。 

○臼井委員 硬筆ですね、ボールペンも含めてなのですけれども、実際、最近

では、実用的なことをいいますと、毛筆というよりむしろ硬筆ということも大

事だと思うのですが、その辺の指導について何か特色のあるところはどこかあ

りますでしょうか。 

○市川指導担当係長 いずれの会社も、毛筆で学んだことを硬筆に生かすとい

うことなのですが、どちらの会社でもやっております。ただ、その硬筆にさせ

るときに、いかに社会生活や日常の授業に結びつけるかというところが大きな

ポイントになるかと思います。 

そのあたりで幾つかの会社が、例えば、教育出版、日めくりカレンダーをつ

くろうというのがありますし、それから光村、帯をつくろうといったところが

あったかと思うのですが、そういった工夫をしながら、毛筆で学んだことを硬

筆に生かす、日常生活に生かせる特徴があるかなと思いました。 

○山中委員長 ほかに。 

○設楽委員 国語の教科書と書写の教科書の会社が同じである必要はないです

か。 

○梅村小委員会委員長 同じ教科書会社の場合は、内容との関連で親しみをも

って取り組めるということもあるかもしれませんが、それぞれねらいが異なり

ますので、必ずしも同じでなくても問題ないというふうに考えます。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○西村委員 中学校で学習する漢字ということで、後ろのほうに大抵の会社は

出ているのですけれども、楷書と行書と両方書いてあるのが光村ですね。ほか

の会社のものを見ると、行書は書いてあるのだけれども、楷書は書いていない

というところもありまして、中学校では行書を習うということでよろしいので

すか。楷書のほうは、楷書を書いていない学校があったような気がする。 

○梅村小委員会委員長 中学校では、楷書も行書も学習します。 

○西村委員 両方ですか。 

○梅村小委員会委員長 はい。 

○西村委員 １年生で楷書を習う、そういう形になっているのですね。両方一

遍に見られるのはこの光村、光村が両方一遍に見られる。 

○梅村小委員会委員長 光村は、先ほど申しました、１冊になっていると、１

年から３年までですね、そのようなこともあろうかと思います。 
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○西村委員 大日本図書も一遍に見られるのですね。わかりました。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員 もう一度ちょっと教えていただきたいのですけれども、漢字への

興味を引く工夫といいますか、教科書がどんなふうになっているか、もう一度

ちょっと教えていただきたいなと思ったのですけれども。 

○梅村小委員会委員長 漢字の成り立ちですとか、歴史ですとか、あるいは漢

字のさまざまなデザインですとか、そういったものを掲載しながら、漢字に興

味がわくような工夫がされています。 

○市川指導担当係長 今あるのは光村なのですが、そのほかには、例えば教育

出版でも、偉人が残した文字とかという感じで掲載してあったりとか、それぞ

れの会社で工夫しているという感じですね。 

○池田委員 ここは各教科書みんな違いますね、それぞれ。 

○市川指導担当係長 そうですね。あと、文字の成り立ちというのを、移り変

わりというか、そういったものもありますし、東京書籍では、「比べる」とい

う漢字がどんなふうに移ってきたのかですとか。 

○池田委員 どれがポイントで興味を引くかということは、それはわかりませ

んよね。 

○市川指導担当係長 そうですね。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○設楽委員 私の周辺にいる子どもさんの多くは、結構、漢字は読めるのです

よね。難しい漢字も使ったりするのですけれども、書けないのですね。この辺

は学習上の工夫として何か適切なことはあるのですか。指導上の工夫というの

は何かあるのでしょうか。 

○梅村小委員会委員長 読めるけれども、書けないことを改善するような工夫

ですね。 

○設楽委員 はい。 

○山中委員長 それは実務的な工夫ということと同時に、今日の審議の関係で

は、そういうことにどの教科書が力を入れてやっているだろうとか、そのあた

りも含めてお伺いします。 

○市川指導担当係長 漢字の指導について、特に、書写でもこういうふうな形

で興味を引くような形で進めてはいるのですが、基本的には、先ほどの国語の

ほうで指導していくことになるかなと思うのです。ですから、国語の本編のほ

うでは、どんな工夫があるのかとか、それに対して先生がどんな指導をしてい

くのかなというのがあるかと思います。 

○山中委員長 それで、特に、各会社の教科書の中で、そういう工夫をしてい

るところはどこでしょうか。国語のほうの問題であれば、国語のほうのことに
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なるけれども、余り変わらないのですか。 

○池田委員 読書と結びつけたような書写とか。 

○山中委員長 書くほうの問題、今の問題的にね。書けないという問題だから。 

○設楽委員 私もだんだん書けなくなって。パソコンで変換して、それから書

いたりなんかしているのですよね。それは忘れてしまうということなのですけ

れども、本当に読むことは読むのに、書かなくなっているということが周辺で

はあって、私の周辺ですから、発達障がいが背景にある場合もあるのですけれ

ども、それだけではなくて全体にそんな感じがすごくするものですから。 

○山中委員長 各教科書の中では、ちょっとその点はすぐ思いつかないという

か、指摘できないですか。 

○市川指導担当係長 「小学校で学んだ漢字を使いこなそう」というコラムを

設けたり、練習させたりとか、各者いろいろな工夫をしてあって、漢字につい

て興味を持たせるようにはしているのかなというふうに思います。 

○山中委員長 特に差はないということですか。 

○梅村小委員会委員長 さらに、筆順を掲載している教科書がほとんどなので

すけれども、正しい筆順で書けるかどうかでも漢字を書けるようになるか、違

うということがありましたので、各者そういう工夫をしていると思います。 

○山中委員長 ほかにございませんか。なければ、先ほどと同様に小委員会の

審議の中で、調査研究の観点Ａあるいは観点Ｂ、それぞれに関して、この会社

が特に特徴があるなというようなことでも出てきていないところがあったら、

その教科書をご指摘いただければ。そして、その理由、こういう点でというふ

うにおっしゃっていただければと思います。 

○梅村小委員会委員長 調査研究の観点Ａに関しましてですが、特徴が顕著な

教科用図書は、東京書籍と光村図書の２者でございます。 

東京書籍につきましては、学習事項に関連した教材や資料を示すコラムを掲

載して、生徒が主体的に取り組むことができるように配慮されております。 

光村図書につきましては、自己評価等のための観点を示すコーナーを位置づ

けたり、学習事項に関連した教材や資料を示すコラムを掲載したりして、生徒

が主体的に取り組むことができるように配慮されております。また、全学年１

冊のため、書写の学習内容を見通したり、振り返ったりすることができるよう

になっております。 

調査研究の観点Ｂに関しては、教育出版と光村図書の２者でございます。 

教育出版に関しましては、日めくりカレンダーをつくるなどの多様な学習活

動によって、読書と関連した学習をすることができるようになっております。

また、巻末の漢字一覧表によって、日常生活において漢字を書くことへの活用

ができたり、一つの文字を時代ごとに追いかけるなどの漢字を読むことができ
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るような工夫がされております。 

光村図書でありますが、本の帯をつくるなど読書と関連した学習をすること

ができるようになっております。また、伝統的な文字文化を認識し、漢字への

関心を高めたり、親しむ態度をはぐくむことができるように配慮されておりま

す。以上であります。 

○山中委員長 ありがとうございます。 

今、ご指摘があったのは、観点Ａ、観点Ｂともに光村、そしてまた観点Ａに

関しては東書、観点Ｂについては教出というような名前が、一応特徴的な教科

書ですというふうなことでした。皆さんのほうでほかに、こういう教科書がこ

ういう意味でよろしいのではないかとか、選定候補として加えたらいいのでは

ないかとか、あるいは、今の３者のどれかと入れかえたほうがいいのではない

かとか、何かご意見ございますか。 

○臼井委員 必ずしも、国語のほうと連動するということは必要ないというお

話でありましたけれども、国語の３者とこの書写の３者と、ある意味で同じに

して第１候補としてはいかがかと思いますけれども。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。特にございませんでしたら、書写に

つきましては、光村と東京書籍、教育出版、この３者を選定候補とするという

ことでよろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 それでは、そのようにさせていただきます。どうも国語の小委

員会の委員長さん、ありがとうございました。審議会の委員さん、ご苦労さま

です。 

続きまして、「保健体育」に移りたいと思います。 

それでは、「保健体育」について審議を進めさせていただきます。 

最初に、私のほうから、小委員会委員長さんに確認をさせていただきたいこ

とがございます。特定の組織あるいは団体、あるいは会社などから、働きかけ

があったり、影響力の行使があったとか圧力があったと、そういうようなこと

はございませんでしょうか。 

○猪股小委員会委員長 ございません。 

○山中委員長 それでは、保健体育小委員会の委員長さんから、調査研究報告

書、つまり答申のご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○猪股小委員会委員長 中学校部会、保健体育小委員会委員長の猪股です。 

今回、調査研究の対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科

書の発行者から送付された「東京書籍」「大日本図書」「大修館書店」「学研

教育みらい」の４点の教科用図書であります。これらの教科用図書について、

教育委員会が定めた「平成24年度から使用する中学校用教科用図書の調査研究
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の基本方針」に基づき、保健体育小委員会において、公正・中立な立場から、

具体的な調査研究を進めてまいりました。 

まず、調査研究の観点Ａである北海道教育委員会が作成しました採択参考資

料を基礎資料とした調査研究の結果についてご説明申し上げます。採択参考資

料の保体の１ページをご覧ください。 

様式１の中段の【参考】にありますように、保健については、上段に記載さ

れております教科の目標に基づき、生涯を通じてみずからの健康を適切に管理

し改善していく資質や能力を育成するために、一層の内容の改善を図ることと

されております。その際、新学習指導要領の改善の基本方針等で示されており

ます、「発達の段階を踏まえた内容の体系化」「健康の概念や課題などの内容

の明確化」「心身の発育・発達と健康、生活習慣病などの疾病の予防、保健医

療制度の活用、健康と環境、傷害の防止としての安全などの内容の改善」など

が重視されております。 

 様式２から別記まで調査研究の結果が示されておりますが、そのうち、様式

２の「使用上の配慮等」の項目につきまして、各教科書の特徴が見られました。 

 各教科書とも、巻頭や各学習項目の中で、学習方法や学習の進め方について

示すなど、指導方法の工夫や生徒が主体的に学習に取り組むことが可能な内容

となっておりますが、中でも、東京書籍では、巻頭にブレインストーミングや

ロールプレイングなど、さまざまな学習形態に応じた学習方法を掲載している

点、大日本図書では、各学習項目の最初の「考えよう」において、身近な疑問

について考えたり、最後の「学習を活かして」において、学習したことの活用

や応用をするための学習方法を示している点、学研教育みらいでは、学習内容

に関連したコラムを数多く掲載したり、また、学習項目中にある「調べる」と

つながっている章末の「探究」において、課題と課題解決のための学習方法を

示したりしている点が特徴となっています。 

次に、調査研究の観点Ｂである「札幌市として設定する調査研究項目」につ

いての調査研究結果についてご説明いたします。答申の保２ページをご覧くだ

さい。 

札幌市におきましては、様式Ａ－２（１）にありますとおり、調査研究項目

１の「札幌らしい特色ある学校教育の推進」について１項目、２の「健康教育

の充実」について４項目、３の「性に関する指導の充実」について１項目と、

合計６項目について調査研究いたしました。 

様式Ａ－２（２）には、すべての具体項目について調査研究したものをまと

めてあります。 

そのうち、１の（１）の「身の回りの【環境】の取扱い」、及び２の（２）

の「応急手当における心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い」について、各教科書の特
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徴が見られましたので、ご説明させていただきます。 

１点目の「身の回りの【環境】の取扱い」についてでありますが、答申の保

３ページをご覧ください。 

環境に関連深い事柄については、保健体育では、主に「健康と環境」という

単元で学習いたします。各教科書とも、この単元の学習を通して、健康に適し

た快適な環境の維持と改善について理解を深め、身の回りの環境条件を整える

ことに対する実践意欲を高めることが可能な内容となっておりますが、特に、

生活によって生じた廃棄物の衛生的な処理の必要性を学習する内容における、

ゴミの減量や分別など環境問題に結びつく取り組みに関する内容の取り扱いに

ついて特徴が見られました。 

東京書籍と学研教育みらいでは、ともに、ゴミの減量や分別などに取り組む

循環型社会の姿について、私たち札幌市民も取り組んでいる３Ｒ（スリーアー

ル）の実行を例に挙げ、私たち個人にできることをわかりやすい図や資料で示

し、環境に配慮した行動の必要性を身近な問題としてとらえることが可能な内

容となっております。 

これに対し、大日本図書では、循環型社会の実現について取り上げ、拡大生

産者責任の考え方にも触れ、環境の汚染を防ぎ、廃棄物の衛生的管理につなが

る取り組みは、社会全体で取り組むべき課題としてとらえることが可能な内容

となっております。 

また、大修館書店では、家庭での二酸化炭素排出量を調べることを取り上げ

ており、地球温暖化を身近な問題としてとらえることが可能な内容となってお

ります。 

次に、２点目の「応急手当における心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い」について

でありますが、答申の保５ページをご覧ください。 

応急手当については、「傷害の防止」という単元で学習することになります。

応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止できること、応急手当

には、心肺蘇生法などがあることを学習しますが、各教科書とも、傷害が発生

した際の応急手当の意義や手順が記載されており、応急手当による悪化防止に

ついて、理解を促すことが可能な内容であるとともに、心肺蘇生法については、

実習を通してその技能を身につけることにより実際の生活で活用することが可

能な内容となっております。その中でも、応急手当の意義や手順、悪化防止の

ポイントや、心肺蘇生法の実習方法の示し方について特徴が見られました。 

 東京書籍では、応急手当の目的と居合わせた人の行動が端的に記載されてお

り、また、心肺蘇生法の手順、ＡＥＤの取り扱いについて、大きな写真やイラ

ストを用いてわかりやすく示しております。 

大日本図書では、傷病者の生命を救うための「救命の連鎖」について触れて
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おります。 

大修館書店では、居合わせた人の手当てが命を救うことをグラフ資料で示し

ております。 

これに対し、学研教育みらいでは、悪化防止のための応急手当の意義と基本

についての説明に加え、救命の連鎖の重要性をグラフ資料で示しております。

また、心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いについては、イラストで説明する中に、

観察・判断なのか、手当てなのか、とるべき行動を色分けして示すという特徴

が見られております。以上で、説明を終わらせていただきます。 

○山中委員長 ありがとうございます。ご質問ありましたら、お願いいたしま

す。 

○西村委員 各者の目次なのですけれども、保健編と体育編とあるようなので

すけれども、これが後になったり先になったりしているのがあるのですけれど

も、これはどういった理由からですか。 

○猪股小委員会委員長 保健体育では、実技・体育編、保健編の授業を行いま

すが、その時期については、各学校等で教育課程に組むことができますので、

前にあるか、後にあるかということは、学習を進める上での規定をしているも

のではないというふうに思います。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょう。 

○設楽委員 先ほど、東京書籍のブレインストーミングとかロールプレイング

といったようなことが特色として挙げられるというお話でしたけれども、この

辺は保健体育のこれまでの指導の中で、ブレインストーミングとかロールプレ

イングというのは使われてはいなかった、あるいは、これから使うべきことだ

というふうに、そういう意味で特色としてご判断されたのですか。 

○猪股小委員会委員長 東京書籍では、これらの多様な学習方法について記載

されておりますが、教科書の中でこれらを活用するというのは、東京書籍では

１カ所、99ページにロールプレイングの活用が載っております。そのほかのと

ころについては、学習についてこれらを活用するという記載はございません。 

保健体育の保健につきましては、学習指導要領にも示されているように、身

近な問題で実習あるいは体験的な学習を通してということがありますので、こ

れらの多様な学習方法が有効な方法かと思いますが、他の教科においても、こ

れらの学習というのは活用されているのではないかというふうには思っていま

す。 

○設楽委員 ブレインストーミングなんかは、いろいろな議論を整理したり進

めるという意味では非常に有効だと思いますが、特に保健体育にということが

ちょっとよくわかりませんでしたので。特に、現在そういうことを中心に教え

ていらっしゃるということではないですね。 
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○猪股小委員会委員長 はい、そうです。 

○設楽委員 わかりました。 

○佐田指導担当係長 学習指導要領の中で、思考力、判断力などの資質や能力

が育成されるよう指導方法の工夫というようなことが書かれた中で、その一つ

としてそのようなものを取り上げながら授業展開ができるのではないかという

ことで示されたというふうに思っています。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○臼井委員 このたびの大震災に関係して、いわゆる自然災害に対するある種

の予防的な措置や何かということも、ＡＥＤももちろん大事ですけれども、そ

れぞれの会社で見ていますと、みんな扱いはしているように思うんですけれど

も、その中で何か特徴的なものがもしありましたら教えてください。 

○猪股小委員会委員長 どの会社のものも、同じように自然災害について当然

扱っておりますし、それにかかわる二次災害等についても触れておりますが、

特に、この項目につきまして顕著な違いというのは見当たらないというふうに

思います。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。スポーツの安全対策に関して、どこ

の会社も同じような記述をしているということになっています。柔道が正課に

なるとか、そういうことを意識しての安全指導、要するに教員の側、それから

また受ける生徒の側の安全対策、そういうものについてほとんど触れていない

ように思ったのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○佐田指導担当係長 今、おっしゃったような内容は、結局、教える側から取

り上げられることはなかったのですが、学校の防災計画その他とのかかわりで

すとか、避難訓練ですとかというような活動についてであればあります。 

○山中委員長 柔道が正課になるということとの関係での安全対策、その辺の

問題はどうなっているのかなと。 

○猪股小委員会委員長 触れてはいないですね。 

○山中委員長 触れていないのですか。 

○猪股小委員会委員長 武道の柔道が、特に安全に配慮をしなければ、他の種

目と比較して重大であるというふうな取り扱いは、指導要領でもありません。

スポーツすべてについて安全対策、配慮という部分ではこのような状況ですね。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員 学研の目次のところにコラムがあって、非常に具体的に、身近な

問題をとらえることができて、大変いいかなというふうに思うのですけれども、

ほかの教科書では、これと類似したような工夫みたいなのは幾つかあるのでし

ょうか。 

○佐田指導担当係長 読み物資料として幾つか出ている教科書会社もあります。
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数としてはこちらの学研が情報も豊富なのかなというふうにとらえております。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○西村委員 ＡＥＤというのを今取り上げていますけれども、これは学校に今

大体入っていますよね。実際にはさわることはできないのですよね。図表を見

ながらやるしかないという。 

○猪股小委員会委員長 各学校に配備されておりまして、実習等で子どもがさ

わることも可能になっております。ただ、１台しかございませんが、学習の中

での効率的な活用はできますので、教師が立ち会いのもと、訓練等で触れるこ

とは可能であります。 

○山中委員長 そのほかいかがでしょう。特になければ、小委員会のほうの審

議の中で、調査研究の観点ＡあるいはＢに関して、いろいろ検討していく中で、

この教科書は観点Ａに関しては特徴的だなとか、観点Ｂに関しては特徴的だな

とか、そういうようなことが認められたのかどうか、どういう点で、どういう

理由で特徴的だと認められたのか、そういったあたりについてご意見ございま

したら、ご意見伺いたいと思います。 

○猪股小委員会委員長 調査研究観点Ａにつきまして、東京書籍が、学習課題

に対して解決に導いていく手だてや手順などの学習方法の提示によって、生徒

がより主体的に学習に取り組める内容になっているというふうに思います。 

また、学研教育みらいは、学習課題が明示されており、学習内容に関連した

資料や探究などが手がかりとなり、生徒が課題について考えを広げたり、学習

内容を深めたりすることができるよう丁寧に導く内容となっているというふう

に思います。 

調査研究観点のＢにつきましては、東京書籍が、図や写真等の資料が課題を

身近な問題としてとらえやすいなど、授業の中で重要な学習のポイントが押さ

えやすい内容となっていると思います。 

学研教育みらいは、提供されている図、イラスト、写真等の資料が、やはり

学習内容にマッチし、課題を身近な問題としてとらえやすいなど、学習のポイ

ントを押さえやすい内容となっているというふうに思います。 

以上です。 

○山中委員長 ありがとうございます。今のご意見について何かご質問があれ

ば。今の小委員会の委員長さんからの調査研究観点ＡあるいはＢに関しての各

教科書の特徴というのは、観点Ａあるいは観点Ｂに関していうなら、この教科

書が特徴的であるというようなご説明と、それからその他の一般的な皆様がご

検討されたことも踏まえて、この保健体育に関して４者の中から２、３者に絞

るということにするとすれば、どことどこにするか、そういうことについてご

意見いかがでしょう。一応今の委員長さんの意見などからすれば、東書と学研



 - 30 -

あたりは挙げてもいいのかなというような感じに思いますが、この２つでよろ

しいですか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 共通して、観点Ａ、観点Ｂ、ともにこの２者が入っていますの

で、保健体育につきましては、東京書籍と学研ということに、この２者を候補

とするということにしたいと思います。 

それでは、ここで、10分間休憩、あそこにある時計で２時50分までというこ

とで休憩をとらせていただきたいと思います。 

 

【休  憩】 

 

○山中委員長 それでは、会議を再開したいと思います。 

次は「社会」でございますが、「社会」について審議を行いますけれども、

「地理的分野」「歴史的分野」「公民的分野」、そして「地図」と４種類の教

科書がございますので、今申しました順に進めていきたいと思います。よろし

ゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 では、そのようにさせていただきます。 

最初に、「地理的分野」からということになりますが、小委員会の委員長さ

んに一つ確認をさせていただきたいと思います。特定の組織あるいは団体、会

社等から、働きかけや、あるいは影響力の行使、圧力というようなことはござ

いませんでしたでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 ございません。 

○山中委員長 それでは、「地理的分野」についての調査研究報告（答申）の

ご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○吉呑小委員会委員長 社会小委員会委員長の吉呑でございます。私から、社

会小委員会での調査研究報告をさせていただきます。 

 社会小委員会では、「地理的分野」「歴史的分野」「公民的分野」、そして

「地図」の４つの種目について、教育委員会が定めた「平成24年度から使用す

る中学校教科用図書の調査研究の基本方針」に基づき、公正・中立な立場から、

慎重に調査研究を進めてまいりました。 

それでは、地理的分野についてご説明いたします。 

今回、調査対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科書の発

行者から送付された「東京書籍」「教育出版」「帝国書院」「日本文教出版」

の４点の教科書であります。 

初めに、調査研究の観点Ａである、道教委が作成しました採択参考資料を基
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礎資料とした調査研究内容をご報告いたします。採択参考資料の地理１ページ

をご覧ください。 

社会科及び地理的分野の目標につきましては、こちらにあるとおりですが、

改善の具体的事項として、内容の全体を通して、地図の読図や作図などの地理

的技能を身につけさせることを一層重視するとともに、身近な地域の調査にお

いて、諸課題を解決し地域の発展に貢献しようとする態度を養うことができる

ようにすることなどが示されております。 

採択参考資料の地理２ページから地理21ページまで調査研究結果を示してお

りますが、そのうち、様式２の取扱内容「世界の様々な地域の調査」、「使用

上の配慮等」、様式４の⑧「自ら進んで学習したり、調べたりするなど主体的

な学習を促す内容を取り上げているページ数」において特徴が見られました。 

まず、様式２の取扱内容「世界の様々な地域の調査」についてです。採択参

考資料の地理２ページから５ページをご覧ください。 

最初に、２ページの東京書籍、上から４つめの黒丸では、ウェビングマップ

やグラフを活用したテーマ設定の方法が掲載されているとともに、調査の方法

が段階ごとに明確に示されておりました。 

３ページの教育出版、４ページの帝国書院では、文化や生活などから適切な

主題を設けて調査し、まとめ、発表する作業的な学習を行う方法等が示されて

おりました。 

同じく地理５ページの日本文教出版では、調査の結果をレポートや壁新聞で

まとめることができるよう示されておりました。 

次に、様式２の「使用上の配慮等」についでです。こちらも採択参考資料、

地理２ページから５ページになります。 

使用上の配慮の丸の３つ目でございます。それぞれ、東京書籍、教育出版、

日本文教出版では、巻末に統計資料が掲載されておりました。さらに、地理２

ページの東京書籍では、巻末に用語解説が掲載されるとともに、ワイド判の紙

面で、地図や資料が大きく掲載されておりました。また、地理３ページの教育

出版では、巻末に用語解説が掲載されるとともに、巻頭に地図の活用方法が掲

載されておりました。 

次に、様式４の⑧「自ら進んで学習したり、調べたりするなど主体的な学習

を促す内容を取り上げているページ数」についてです。地理７ページになりま

す。 

帝国書院が「技能をみがく」「やってみよう」など109ページ、東京書籍が「地

理スキルアップ」「ためしてみよう」など68ページなどとなっておりました。 

続きまして、調査研究の観点Ｂである「札幌市として設定する調査研究項目」

についてご報告いたします。報告書の社３ページをご覧ください。 
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 地理的分野は、調査研究項目の１つ目、「札幌らしい特色ある学校教育の推

進」について２項目、２つ目の「学ぶ意欲を培う学習の充実」と３つ目の「地

域への関心を高める教育の推進」について各１項目、４つ目の「資料を読み取

り表現する力を高める学習の充実」について２項目の、合計６つの項目につい

て調査いたしました。 

そのうち、１の（１）「北国札幌らしさを学ぶ【雪】の取扱い」と、２の（１）

「社会参画の視点を取り入れた学習の取扱い」、３の（１）「札幌や北海道の

地域的特色の取扱い」について特徴が見られました。 

まず、１の（１）「北国札幌らしさを学ぶ【雪】の取扱い」についてです。

報告書の社４ページをご覧ください。 

調査の結果、４者とも、雪や寒さに対応した暮らしの工夫について掲載され

ておりました。 

さらに、東京書籍の黒丸２つ目では、克雪だけでなく利雪や楽雪（この場合

のラクセツとは雪を楽しむということであります）の考え方について、また教

育出版の黒丸２つ目では、冬の観光客を増やす工夫について、また帝国書院の

黒丸２つ目では、雪を利用した新エネルギーについて、それぞれ掲載されてお

り、雪に対する興味・関心を高めることが可能な内容となっておりました。 

次に、２の（１）「社会参画の視点を取り入れた学習の取扱い」についてで

す。社６ページをご覧ください。 

東京書籍と帝国書院については、仮説を立ててから調査活動を行い、模式図

や関連図なども用いながら仮説を検証して地域の課題を的確にとらえ、その課

題について考察するという構成となっております。また、教育出版と日本文教

出版については、章の終末に地域の発展に向けた提案や自分たちにできること

について考えるページが設けられており、それぞれ、地域の発展に努力しよう

とする態度をはぐくむことが可能な内容となっておりました。 

最後に、３の（１）「札幌や北海道の地域的特色の取扱い」についてです。

社７ページから８ページをご覧ください。 

４者とも、アイヌ語地名やアイヌ文化を初め、豊かな自然や観光業、農業、

水産業など北海道の地理的な特徴について掲載されており、北海道への関心を

高めることが可能な記載がありました。 

その中で、東京書籍の黒丸３つ目や帝国書院の黒丸２つ目では、夏の涼しさ

を生かした酪農について記載されておりました。また、東京書籍の同じく黒丸

３つ目では、豊かな農産物の原料を生かしたお菓子づくりについて示されてい

たり、教育出版の黒丸１つ目では、アイヌ民族に関する特設ページが掲載され

ていたりするなど、自然を生かしたり、克服したりする営みについての記述が

あるなど、各者特徴が見られました。 
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以上で、地理的分野の説明を終わります。 

○山中委員長 ありがとうございます。ご質問ございませんでしょうか。 

○西村委員 地理的分野ということではなく、社会全体についてお尋ねしたい

のですけれども、社会科は３つの教科がありまして、この教科がそれぞれ違う

会社の教科書を選べるということなのですけれども、それによっての問題点な

どはないのでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 現行につきましても、すべてが同じではないという部

分がございます。また、その中で、同じである部分のよさもございましょうし、

また、それぞれの違いがあるのかなと思っております。 

ただ、現場の先生から、例えば歴史的分野の教科書が他の分野と発行者が違

うことについて、授業がしにくいというような声を直接聞いたことはございま

せん。社会小委員会委員の中には、少なくとも並行学習で行っている地理的分

野と歴史的分野については同じ発行者のほうが教科書の構成や記述の仕方が共

通なので使いやすいのではないかとの考えをお持ちの方もおりました。 

○西村委員 お持ちの方もということは、全体的な意見ではない、一部の方と

いう理解でよろしいですか。 

○吉呑小委員会委員長 そうですね、そういう意見を述べられた方もいました。 

○山中委員長 大きな支障はないわけですね。 

○吉呑小委員会委員長 というふうにして押さえております。 

○臼井委員 ４者について比べますと、東書が、地理だけではありませんけれ

ども、ちょっと変形のワイド判になっていて、その分、地図とかグラフ等がす

ごく見やすくなっていると思うんですけれども、その反面、地理の場合でした

ら、地図帳も実際持っていくので、机の上に載せたときとか、あるいは持って

いくときのかばんの重さなりということもちょっとどうかなと思うので、その

辺のいい面はあれなのですけれども、難しそうな面とかそういうふうに想定さ

れることはありますでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 普通であれば、教科書と、あと地図帳とノートですけ

れども、学校によっては補助教材等がありますので、そういった部分では机の

スペースも限られているとは思うのですが、ただ、私自身も授業をやっていた

時代を考えますと、すべて４種類のものを常に机にあげているということでは

ないと私は思いますので、例えば、机の中にしまわせるとか、あるいは机の上

に重ねておくとか、いろいろなことが対応できるのかなと思っておりますので、

多少はそういった大きさによってほかの部分とは違うかもしれませんけれども、

そんなに大きな問題はないのではないかなというふうに思っております。 

○臼井委員 もう１点、ちょっと伺いたいのですけれども、巻末のところで、

東京書籍とそれから教育出版には、用語解説といいますか、これが載っていて、
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僕が見ていると便利かなと思うのですけれども、でも、ほかの２者は載ってい

ないということで、それは実際、指導上のことを考えると、この用語解説とい

うことはかなり必要度が高いというふうにお考えでしょうか。それとも、それ

ほどでもない。 

○吉呑小委員会委員長 きっと載っていないところは、例えば、本文の横にあ

る側注の部分でそれを補ったりとかというのもございますけれども、ただ、そ

こにはスペースが限られておりますので、実際にはやはり子どもたちが、その

言葉であるとか、仕組みであるとか、いろいろなものを理解するためには、巻

末にある用語解説等で詳しく説明があるというのが親切でありますし、子ども

の理解力が高まるというふうにして私は思っております。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○西村委員 地理的分野で、日本の諸地域というところが全教科書にあるわけ

なのですけれども、それを南から北に並べているのが大体３者、沖縄県、九州

から始まって北海道で終わるというのが３者で、北から南が日文、日本文教出

版、これだけが北から南に掲載していますけれども、こういうのは、札幌市に

とってはどちらが教えやすいとかありますか。 

○吉呑小委員会委員長 特段、それはないと思います。それぞれの会社のきっ

と方針なのかなと。ただ、具体的には、その中にそれぞれテーマ等が設定され

ておりますので、それらの題材の中で、何を中心にいろいろなことを教えてい

くのかと、そういった部分によっての各会社の特色があるのかなと思いますの

で、実際にそれを使用するときに南の九州のほうから順番に北海道というのも

ありますでしょうし、北海道から九州というのもあるのかなというふうに押さ

えております。 

○工藤指導担当係長 補足いたしますと、各学校で順番は、例えば北海道から

やるとか、九州からやるというのは、多分、各学校で決めて、先に身近な北海

道を学習してから、北海道と比較する上で例えば東京はどうだろうとか、関東

地方はどうだろうとかというやり方もありますし、例えば、一通り九州から追

ってきて、最後に身近な北海道をやって、今までの地域との比較をするなんて

いうような、それぞれねらいがあろうかと思いますので、どちらかということ

ではなくて、各学校で判断していただければいいかなというふうに思っており

ます。 

○臼井委員 例えば、指導の実態として、さっき雪についてのことでそれぞれ

各者の特色があったんですけれども、雪の学習ということは、例えば夏に学習

するよりも冬の時期のほうがということもあるようにも思うのですけれども、

その辺の指導上の工夫といいますか、そういうことはあるのか。あるいは、こ

の教科書どおりにいっているのかということをお伺いします。 
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○吉呑小委員会委員長 例えば、身近な地域とリンクさせた場合には、先ほど

出ていましたけれども、雪についてどのような取り組みをしているかという場

合については、やはり時期的なものを考えたら冬のほうがいいのかなというふ

うにも考えられるとは思います。それは、先ほどお話のあったように、それぞ

れの指導計画の中で決められていくのかなと思っております。 

○山中委員長 ほかに。 

○設楽委員 地理と、それから歴史を並行しながら１・２年で学習するような

のですけれども、例えば歴史の場合には、世界の中の日本というような視点を

ずっと歴史の教科書を見るとそういうふうに感じるのですけれども、地理は世

界のほうが先にあって、日本というのが後になっていますね。そういう地理の

場合には、歴史の学習と並行しながらいろいろ変えていかれるのですか、実際

には。 

○工藤指導担当係長 今ご指摘のように、歴史と地理を並行学習の形で進めて

まいりますので、歴史のところでやはり世界の歴史が出てまいりますので、地

理的分野のほうでは先に世界のほうを学習してから日本のほうを学習するとい

うようなつくりになっておりまして、世界をやって日本をやるというのが、学

習指導要領で、そこは順番をそういうふうにすることというふうに実はなって

おります。当然、歴史との絡みでという部分になっております。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょう。 

○西村委員 先ほどの日本の諸地域というところなのですけれども、北海道地

方というところを４者比べたら、サブタイトルがそれぞれついているのですけ

れども、３者が大体自然環境をテーマにですとか、雄大な自然とともに生きる

人々とのくらしというような副題なのですけれども、帝国書院だけが歴史的背

景の視点を中心にしてというサブタイトルがついているのですけれども、この

サブタイトルから見ると、この帝国書院だけ内容がちょっと違うのかなという

ふうに読み取れたんですけれども、実際のところはどうなのでしょう。 

○工藤指導担当係長 実は、まさにご指摘のとおりで、帝国書院だけが北海道

地方の学習については、歴史的背景の視点を中核に据えて、それに関連する事

象を比較し、結びつけながらというような構成になっております。その入り方

のところのメインのテーマが、帝国につきましては、歴史がメインになってお

りますけれども、やはり歴史だけが北海道の地域的な特色というところで、自

然環境といったものが４者とも反映されているものですから、帝国については

確かに歴史から入りながら、そこに豊かな自然といったところを絡めて北海道

の地域的な特色を示しておりますし、また、他の３者につきましては、豊かな

自然といったところから入りながらも、歴史的な背景を入れているので、内容

的には北海道の地域的な特色というのも盛り込んでいるという意味合いでは、
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大きな違いはないのかなというふうに思います。ただ、アプローチの仕方は、

今、委員ご指摘のあったように、歴史からメインにするか、自然からメインに

するかで違うと思います。 

○山中委員長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

○臼井委員 教育出版がアイヌのことについて随分割いているように見受けら

れたのですけれども、これは今までもそうだったのか、あるいは、ほかの教科

書と比べて重きはどうなのでしょうかということをちょっとお聞きしたいと思

います。 

○吉呑小委員会委員長 基本的には、これまでもアイヌの人たちについての記

述はどの教科書にもあったと思います。特に、今回の教育出版につきましては、

246ページのところをご覧いただければと思いますが、ご覧のように、知里幸恵

さんの「アイヌ神謡集」であるとか、あるいはチカップ美恵子さんの刺しゅう

作品、アイヌ語地名やアイヌ民族の音楽を初め、明治時代の同化政策や文化の

継承、自然との共生などについて掲載されております。 

特に、学校意見にもありましたが、アイヌ民族に関する記述では、教育出版

にすごく特色があらわれているのかなという視点を持っています。ほかの教科

書会社についても、そういったものについてはありますけれども、こういう特

色がないというところでは、大きな特色だという人もいます。 

○池田委員 今まででも、これだけ結構ページ数を割いているというのは初め

てなのでしょうか。 

○工藤指導担当係長 今までよりは多いと思います。例えば、現行の教科書で

申しますと、今、現行は東書を、地理的分野は選択しておりますが、１ページ

でアイヌの人たちの文化のことを表したりしておりますし、また、今、地理的

分野を見ておりますけれども、教育出版については地理的分野でこういうアイ

ヌの特集ページをとっているのですが、または、歴史的分野でまた違う教科書

が特集ページを持っていたりとかという形なので、３分野を通して見た中でい

うと、それぞれ差の特徴があるといいますか、歴史でアイヌのところをとか、

地理でとか、たまたま教出は地理でというような形になっていると思います。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょう。 

○池田委員 雪に対するとらえ方も、今回、「楽雪」という言葉が出てきまし

たけれども、各教科書それぞれ、雪に対する前向きな対応だったと思うんです

けれども、どのように違うか、ちょっと教えていただければと思います。 

○工藤指導担当係長 調査研究報告書の社会の４ページのところになろうかと

思いますけれども、雪の取り扱いということで、先ほどの説明との確認にもな

ろうかと思いますが、例えば東書であれば、画面のほうをご覧いただければと

思いますけれども、「克雪・利雪・楽雪」ということで、考え方についてこう
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いう形でとらえて掲載しているということですし、また、教育出版につきまし

ては、今、写真でですね、流氷を楽しむ観光客というのが出ておりますけれど

も、そういう写真を掲載していたりですとか、また本文中には、こういう工夫

をしていますとかというような記述もあったりとかというような形になってお

ります。 

それから、帝国ですけれども、帝国の新エネルギーの説明、先ほど小委員長

のほうからありましたけれども、こういうような雪冷房というのでしょうか、

こういったものが掲載されているというようなところが特徴として具体的には

そんな感じでございます。 

○山中委員長 よろしいですか。ほかにございますか。特にないようでしたら、

私のほうから少し質問させていただきますが、調査研究の観点ＡあるいはＢ、

それぞれについて、小委員会の中で、調査観点Ａについてはこの教科書が非常

に特徴的だなとか、Ｂに関してはこの教科書が特に特徴的だなとか、そういう

ような意見というか、基本的に小委員会として感じたというようなものがござ

いましたら、その教科書と、それからその理由を教えていただければと思いま

す。 

○吉呑小委員会委員長 それでは、まず、観点Ａについてですが、ワイド判の

長所を生かすなどの特徴が見られる東京書籍と、自ら進んで学習することがで

きる構成となっている帝国書院が挙げられます。 

また、観点Ｂについては、地域の調査学習の手だてが示されるとともに、北

海道の雪や寒さを生かした営みについて記載されている東京書籍、帝国書院や、

アイヌ民族のことについて詳しく記載されている教育出版については、北海道

に対する興味・関心が高められる内容となっていると思っております。以上で

ございます。 

○山中委員長 ありがとうございます。今の小委員会の委員長さんの観点Ａ、

あるいは観点Ｂに関する意見などについてご質問あれば伺いたいと思いますし、

また、そのほかの部分で、候補を絞っていく上で、今ご意見があった教科書以

外にも、この教科書を選定の候補としてはいいのではないかとか、そんなご意

見などあれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。委員長さんから、東

書と帝国がそれぞれ観点Ａ、観点Ｂに関して特徴があるというお話でしたし、

観点Ｂの関係では教育出版、帝国、東書に特色があるなということだったかと

思います。 

 ４者の中から２者にするか、あるいは３者にするかというようなあたり、ご

意見があればいただければと思います。 

○設楽委員 必ずしも強い意見ではないのですけれども、地理と歴史が同じで

あるほうがいいのではないかという先ほどのご意見もありましたので、その歴
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史のほうの議論をして、教育出版とかも加えるかとか、そんなところを議論さ

れてはどうでしょうか。 

○池田委員 少しここでは枠を広げておいて、歴史の中でもう一回組み合わせ

ていくというか、そういう形がよろしいのではないでしょうか。 

○山中委員長 審議の時間的な制約もあるので、池田委員がおっしゃるような

形のほうがやりやすいかなとは思うので、どうでしょうかね。そういう意味で

は、池田委員の意見は、名前の出た３者をすべて選定の候補にしておいて、も

し歴史のほうの審議で、設楽委員のおっしゃるように、歴史と地理の関連性か

らいって、外してもいいのではないかというようなことになるかならないかと

いうところでもう一回議論すると。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 それでは、地理の関係では、東京書籍、帝国書院、それから教

育出版、この３者の教科書を選定の候補とするということで、暫定的にさせて

いただいて、もう一度歴史のところで検討させていただくということにしたい

と思います。 

では、以上で、地理的分野についての審議を終わります。 

続いて、「歴史的分野」のほうに移りたいと思いますので、小委員長さんか

らご説明をお願いいたします。 

○吉呑小委員会委員長 それでは、歴史的分野についてご説明いたします。 

 今回、調査対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科書の発

行者から送付された「東京書籍」「教育出版」「清水書院」「帝国書院」「日

本文教出版」「自由社」「育鵬社」の７点の教科書であります。 

初めに、調査研究の観点Ａである、道教委が作成しました採択参考資料を基

礎資料とした調査研究内容を報告いたします。採択参考資料の歴史１ページを

ご覧ください。 

歴史的分野の目標につきましては、こちらにあるとおりですが、改善の具体

的事項として、我が国の歴史の大きな流れを理解させ、歴史について考察する

力や説明する力を育てるため、各時代の特色や時代の転換にかかわる基本的な

内容の定着を図り、課題追究的な学習を重視することなどが示されております。 

採択参考資料の歴史２ページから歴史54ページまで調査研究結果を示してお

ります。そのうち、歴史の10ページをご覧いただきたいと思います。 

様式４の⑥「社会的事象の意味、意義を解釈する学習及び事象の特色や事象

間の関連を説明するなどの学習方法を取り上げているページ数」において特徴

が見られました。 

具体的には、東京書籍では「確認・机マーク」など118ページ、教育出版では

「トライ」など114ページとなっておりました。これは、この２者の教科書は、
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見開き２ページ、つまり毎回の授業において、その時間に学習した事項につい

て説明させる場面を設定しているので、他の教科書よりもページ数が多くなっ

ております。 

続きまして、調査研究の観点Ｂである「札幌市として設定する調査研究項目」

について報告いたします。報告書の社12ページをご覧ください。 

 歴史的分野は、調査研究項目の１つ目、「札幌らしい特色ある学校教育の推

進」について１項目、２つ目の「学ぶ意欲を培う学習の充実」と３つ目の「地

域への関心を高める教育の推進」について各２項目、４つ目の「人間尊重の教

育の推進」について４項目の、合計９項目について調査いたしました。 

そのうち、１の（１）「未来の札幌を見つめる【環境】の取扱い」と、２の

（２）「問題解決的な学習の取扱い」、３の（２）「北海道の歴史の取扱い」、

４の（１）「アイヌ民族の歴史や文化等の取扱い」について特徴が見られまし

た。 

まず、１の（１）「未来の札幌を見つめる【環境】の取扱い」についてです。

報告書の社13ページから14ページをご覧ください。 

７者とも、江戸時代、もしくは現代の環境問題を取り上げております。そこ

で、すべての教科書で取り扱っている「足尾銅山鉱毒事件」に注目して各者の

特色を調査しましたところ、多くの教科書で、具体的な被害などを示して事件

のことが説明されております。さらに、東京書籍では、その後の経過や現在の

様子について、また帝国書院では、植林に参加する現代の中学生の取り組みに

ついて掲載されており、現代における環境保全のあり方を考えることが可能な

内容となっておりました。 

次に、２の（２）「問題解決的な学習の取扱い」についてです。報告書の社1

7から18ページをご覧ください。 

７者とも、各章の章末に、その時代の特色等について説明させる課題が設定

されており、自分の言葉で表現させる構成となっております。 

それに加えて、東京書籍や教育出版では、毎時間の終わりにその時間で学習

した内容を深めるなどの課題が設定され、毎時間自分の言葉で表現させる構成

となっていたり、また清水書院では、学習内容をさらに深く考察する課題が設

定されていたり、また、帝国書院と日本文教出版については、時代の転換につ

いて、前の時代との比較を通して自分の言葉で説明できるよう構成されていた

り、自由社と育鵬社については、巻末に「歴史を学んで」というテーマで文章

を作成させたりと、各者それぞれ特徴が見られました。 

次に、３の（２）「北海道の歴史の取扱い」についてです。報告書の社20ペ

ージから21ページをご覧ください。 

ここでは、北海道の歴史の特殊性についてどのような記述となっているか調
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査研究をいたしました。その結果、多くの教科書で、縄文時代の後、北海道で

は採集や狩猟の生活が中心であったことや、近代における北海道の開拓につい

て掲載され、本州等の歴史とは異なる部分があることがわかり、北海道の歴史

への興味・関心を高める内容となっておりました。 

中でも、東京書籍、教育出版、帝国書院については、擦文文化やオホーツク

文化などについて紹介されており、さらに帝国書院については、紀元前400年か

ら1800年ごろまでの北海道の歩みを南西諸島や本州・九州・四国の歴史と比較

できる図が掲載されており、特徴が見られました。 

最後に、４の（１）「アイヌ民族の歴史や文化等の取扱い」についてです。

報告書の社22から23ページをご覧ください。 

７者とも、中世におけるアイヌ民族の生活や、近世における松前藩との交易

及びシャクシャインの戦いなどについては記載されておりました。加えて、東

京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版においては、近代に、

蝦夷地の開拓によってアイヌ民族が土地や漁場だけでなく、生活習慣や文化等

も奪われていったことが記述され、また、「アイヌ文化の振興」もしくは「先

住民族の権利に関する国際連合宣言」などが掲載されており、アイヌ民族の人

権問題が現代における課題の一つであることについて記述されているなど、ア

イヌ民族を尊重し、差別や偏見をなくしていくことにつながる内容となってお

りました。以上で、歴史的分野の説明を終わります。 

○山中委員長 ありがとうございました。それでは、ご質問ありましたらお願

いいたします。 

○臼井委員 ちょっと今、教育出版を見ていましたら、問題解決的な学習とか

かわっていて、例えば、13ページのところを見ていると、「トライ」というと

ころが各２ページのところに１ページあって、ここでは日本のキトラ古墳とナ

スカの地上絵の共通点とか、21ページのところを見ていましたら、卑弥呼の墓

ではないかと言われている箸墓古墳について調べてみようというので、おもし

ろい問題がこの「トライ」という形で発展的な問題解決なのですけれども、伺

いたいのは、実際、授業の中でこういうような問題ということを扱うというこ

とが、現実的にはどのぐらい有効なのかということなのでありますが。確かに

おもしろい話題なので、授業の中ではどんなふうな展開がうかがえるかという

ことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○吉呑小委員会委員長 基本的にはやはり、本文の中身についてきちっとやっ

ぱり子どもたちに伝えて、自覚させるという部分があります。それに、さらに、

発展的な部分において、そういったものを取り扱うことも可能かなとは思うの

ですけれども、ここに一つの例示としてこういうものが挙がっておりますので、

北海道は中々ないでしょうけれども、それぞれの地域によっては、何か身近な
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ところでそういうものをしっかりと勉強する、そういう取り組みを示唆してい

くのかなという仕組みに思っております。すべてやるわけではなく、なかなか

実際には難しいところがあります。 

○臼井委員 あと、子ども自身の調べ学習の課題に使うとか。 

○吉呑小委員会委員長 やっぱりそれぞれ興味・関心を持ったことについて、

これをきっかけに調べ学習を進めていく、そういう一つの点としても使えると

思います。 

○山中委員長 ほかにいかがですか。今の問題解決的な学習の取り扱いという

ことの関係で、その前にご指摘があった「未来の札幌を見つめる環境の取り扱

い」というところで、足尾銅山の問題を取り上げて、具体的な被害とか、その

後の経過、現在の様子までを掲載している、あるいは、植林に参加する現代の

中学生の取り組みについてとか、そういうことも、そして、そこで考えてみよ

うみたいな形を書けば、なおさら問題解決的な学習ということになるのでしょ

うけれども、そこまで書かなくても、今ご指摘のあったような未来の札幌を見

つめる環境というところで取り上げているような書き方が問題解決的な学習の

取り扱いでもあるのではないかなという気がするのですが、そういうふうには

分析はしていないわけですね。 

○吉呑小委員会委員長 事実としてとらえながら、では、現在はそこがどのよ

うにして変遷をたどっているとか、あるいは、現代の子どもたちだとか地域の

人がどのような取り組みをしているかという、そういう足元からの行動という

か、そういうことはやっぱり最終的には求めていかなければならないことだと

思っております。こういう事実があるのだよということで止めるのではなくて、

じゃ、自分たちが次に何ができるかということをしっかりと子どもたちに学ば

せるというか、取り組ませることがすごく大事だなと思います。 

○山中委員長 ほかのコーナーも調べてみようなんて書いてあるけれども、そ

ういう意味では、それは問題解決でないというかもしれないけれどもね。 

○工藤指導担当係長 補足いたしますと、ちょっとおもしろいなと思うのです

が、今、ご覧いただいているのが、教出の足尾銅山のところなのですね。実は、

教出の足尾銅山はほかに特設ページが出てきたりしているのですけれども、こ

の「トライ」のところに、足尾銅山の緑化活動や現在の様子について調べてみ

ようというふうになっていて、実際にそれの様子があらわれているのが実は帝

国というような感じなので、やはりそこもある意味、関心が持てるところなの

かなというふうには思います。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○臼井委員 この帝国をちょっと見ていましたら、44ページのところで、地理

との関連性ということで、社会科の他教科の関連性ということを扱っているの
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ですけれども、実際にこんなような扱いということは、授業の中で結構多いの

でしょうか。社会科といっても、先ほど来、地理と歴史があるので、並行学習

していくということなので、教科書に無くても、もしかしたらあるかもしれま

せんけれども、こんなふうに教科書に言及してあるということのメリットとい

うことというのは、どんなように現場の先生方は位置づけられているのか。 

○工藤指導担当係長 授業の中でも実際先生方は、確かに臼井委員がおっしゃ

るように、教科書に関わらず、歴史をやっているところで地理で学習したこと

を用いてというようなところは、当然行いながら進めていく形になっているか

と思いますので、そういった意味では、教科書でこういうふうに地理と関連さ

せるような部分があると、確かに、先生の指導だけではなくて、教科書の部分

からも関連性を意識できるといったところはあると思います。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員 歴史の勉強の中で、古い時代から近代までの中で、むしろ近代の

ほうに重きを置いている教科書というのは多いのでしょうかね。私たちの経験

では、どうも昔の古代のところをずっと長くやって、近代のところが少し手薄

になるような感じが時々あったような記憶があるものですから、そういう意味

では、近代のところに重きを置いているといいますか、そこに重点を置いてい

るような教科書というのはあるのでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 私のわかる範囲では、現在においては、現行も含めて、

近現代を大切にしているという、そういった部分が多く見られるかなと思って

おります。ですから、きっと、以前私どもが習った時代とは全く違って、近現

代の時間数がかなり増えていたり、内容的にも増えています。 

○北原委員 採択参考資料の歴史の10のところに出ています。 

○工藤指導担当係長 採択参考資料の歴史10というページをご覧ください。そ

この様式４という表になっているページなのですが、そこの①番のところと③

番のところをご覧いただきますと、各者のページ数が①のところでございます

し、また③のところでは、歴史的事象の数ということになっております。ここ

のところでご覧いただきますと、各教科書でページ数、ないしは歴史的事象の

数ですね、そこのところを重みづけというのでしょうか、どれほどどこの教科

書が近現代を多く扱っているかというのが見えてくるかなというふうに思って

おります。 

こう見ますと、例えば事象の数で申しますと、東書が近代、現代を合わせた

数が500ぐらいですかね。清水も600以上ありますかね。そういう形になってい

るかなと思います。このあたりで考えていただけるとわかるかと思います。 

○山中委員長 ほかにいかがですか。設楽委員から、先ほど地理と歴史の関係

をもう少し検討してからというふうなお話があったのですが。 
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○設楽委員 ちょっと考えさせてください。 

○山中委員長 わかりました。 

○池田委員 ちょっと初歩的なことでよろしいでしょうか。アイヌの歴史の中

で、シャクシャインのことが書かれているということで先ほどおっしゃってい

ましたけれども、いくつか調べてみるとすぐに発見できなかったのですけれど

も、ここまで詳しくやるというのは、ここ最近のことなのでしょうか。シャク

シャインの戦いって、結構、昔ですと研究している人ぐらいしかわからなかっ

たような研究テーマでもあったのですけれども。 

○吉呑小委員会委員長 私も授業をやっていたころから、シャクシャインにつ

いて教えていましたけれども、かなり前から、このことについてはきちんとし

た形で子どもたちに教えていました。 

○池田委員 ここまでいくと、アイヌの歴史というのは相当、骨格を理解でき

るかなと思って、良いかなという感じがしますけれども。 

○吉呑小委員会委員長 何というのですかね、ぼつぼつとでなくて、系統立て

てというような、きちんとした形でその背景であるとか、そういうことについ

ても、教科書によっては特集を組んだりしているのですけれども、子どもたち

に教えていく分には十分です。 

○臼井委員 小学校の６年生のときでも、歴史のことを部分的に勉強している

わけですけれども、小学校とのつながりといいますか、そういうところをちょ

っと意識しているようなところの、導入のところと考えているようなものとい

うのは何か特色があるものはありますでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 小学校では、歴史につきましては、６年生の前期に学

習を行います。主に小学校の歴史は、歴史上の人物にスポットを当てておりま

すので、そこの部分をうまく中学校の導入の段階において、接続をさせること

が可能であればいいなというふうにして思っております。 

そこで、東京書籍では、各時代の初めに、小学校で学習した事項、これは東

京書籍の17ページのところのものなのですけれども、ここに小学校で学習した

事項を掲載し、そして、今度はこの章の最後のところに、56ページのところな

のですが、各時代の終わりには中学校で学習する事項を入れ込んだ年表を掲載

している。ですから、最初、小学校のいろいろな人物なり歴史事項について触

れさせて、そして実際に学んでからは、中学校のものを取り入れるという形に

しております。 

また、市民意見の中には、帝国書院の中で、例えば帝国書院の教科書の２ペ

ージと３ページでございますけれども、ここに歴史人物カードというものがご

ざいます。最初の部分なのですけれども、折り込みですけれども。これも小学

校で学習した歴史人物について、こういったものを、かなり子どもたちにとっ
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てわかりやすい記述で書かれているかなというふうに思っております。 

こんなふうにして、先ほどもありましたけれども、小学校から、さらに中学

校へ発展するというか、導入する場合の工夫をされているというふうに掴んで

おります。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○設楽委員 日本という、日本の独自性と、それからグローバルな社会の中で

の日本ということも、これからあるべき姿というようなことを少し示唆してく

れるような歴史教科書というのは、どれが一番そういうふうな印象を与えたで

しょうか。子どもたちがこれから世界の中で自分がどんなありようをしていく

ことがいいのかというようなことを少しずつ考え得るような、そういう示唆を

与えてくれるような教科書というのは、何かお感じになったものはありますで

しょうか。 

○吉呑小委員会委員長 各教科書の中で、言葉は違うかもしれないのですけれ

ども、今後の課題であるとか、これからの日本と世界というような部分で、最

後の本当に、現行の中の日本とか、あるいは世界を見るような形で、今後どう

あるべきかというような文章が掲載されているのかなというふうにして思って

おります。こういう方法でというのは、なかなかそれを示すというのは難しい

のかなと。それを発達段階に応じてそれぞれ考えさせていく、そういった意味

づけをされているのかなというふうにして思っております。そういったことで

よろしいでしょうか。 

○設楽委員 すみません、変な質問しまして。 

○山中委員長 ほかにございますか。 

○西村委員 東京書籍の中で、毎時間の終わりに、その時間で学習した内容を

確認したりすることができる内容というのは、ここの下についている、この部

分のこと。例えば38ページなんかを見ますと、律令国家の成立と、ページを置

いておいて、そのところに何かばねがついていて、横に延びていて、ここで律

令国家はどうやってでき上がったのでしょうか、というところが今日の課題と

いうことで、その最後のページ、次のページの下のところに緑色で机が書いて

ある、ここが、さらに深める課題が説明されている部分として理解してよろし

いのですか。 

○吉呑小委員会委員長 委員がご指摘したように、左のページにおいて、その

つかんでいる課題を明示して、そこで学習した中身について確認をするといっ

た内容とか発展的な内容についてという形になっております。 

○西村委員 こういうことを毎時間やっていくということは、やっぱり意義が

あること、先生方にとっては教えやすいと理解してよろしいのでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 私は、そのように意義がありますし、それがやっぱり
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子どもたちの力となっていると押さえております。 

○西村委員 こういうようなことをやっているのは、東京書籍と教育出版もそ

のようなことがありますか。 

○吉呑小委員会委員長 顕著な例として挙げましたけれども、では、ほかの会

社がどうなのか、やっていないのかというと、それはやはりページごとにとは

限りませんけれども、基本的にはそういったものを設けております。 

○設楽委員 毎時間ではないけれども、章ごとだとか、時代ごとに振り返りを

設けたりということはやっているという。 

○吉呑小委員会委員長 はい。そのようにおっしゃっていました。 

○山中委員長 ほかにいかがですか。 

なければ、ほかの教科でもお聞きしておりましたが、観点Ａあるいは観点Ｂ

それぞれに関して、小委員会の調査研究の中で、観点Ａの関係ではこの教科書

がこういう点で特に特徴がありますよと、観点Ｂに関してはこの教科書が特に

こういう点で、こういう意味で特徴がありますよというような、気がついたこ

とがありましたらご指摘いただければと思います。 

○吉呑小委員会委員長 先ほどご報告した内容のとおりでございますけれども、

その中で、まず観点Ａについてですが、事象の特色などについて説明する課題

の箇所が多く、内容も充実しているということで、東京書籍と教育出版が挙げ

られます。 

また、観点Ｂについては、環境に関する学習や問題解決的な学習に特色があ

り、さらに、アイヌ民族の歴史や文化を含む北海道の歴史の独自性が明確に示

されている東京書籍、帝国書院が挙げられると思います。 

以上でございます。 

○山中委員長 そうすると、観点Ａの関係では、東京書籍と教育出版、観点Ｂ

の関係では、東京書籍、帝国書院の特徴が明確に出ているかなということでご

ざいましたが、そのほかに皆様のほうから、この教科書もいいのではないかと

か、何かご意見あればお願いします。 

さっき、設楽委員が言われたように、地理との関係も考えながらというよう

なことでいった場合にどうするかという観点があるのですけれども、さっき地

理の関係で選んだところは、一応今の話に出ているところには出てくるという

形を確認しております。歴史のほうは７者もあるものですから、７者から２、

３者にしようという場合に、今話に出ているようなところ以外に何かご意見あ

りますでしょうか。 

○池田委員 いいと思いますけれども。 

○山中委員長 そうであれば、先ほどの地理との関係も考えながら、東京書籍、

教育出版、帝国書院、この３者の教科書を選定候補とするということでよろし



 - 46 -

ゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 では、地理的分野の関係も、さっき暫定と申しましたけれども、

この段階で正式に選定候補とするということにいたしましょう。 

続きまして、「公民的分野」につきましてご説明をお願いしたいと思います。 

○吉呑小委員会委員長 それでは、「公民的分野」についてご説明いたします。 

 今回、調査対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科書の発

行者から送付された「東京書籍」「教育出版」「清水書院」「帝国書院」「日

本文教出版」「自由社」「育鵬社」の７点の教科書であります。 

初めに、調査研究の観点Ａである、道教委が作成しました採択参考資料を基

礎資料とした調査研究内容を報告いたします。採択参考資料の公民１ページを

ご覧ください。 

公民的分野の目標につきましては、こちらにあるとおりですが、改善の具体

的事項として、習得した概念を活用して諸事象の意義を解釈させたり事象間の

関連を説明させること、自分の考えを論述させたり、議論などを通してお互い

の考えを深めさせたりすることなどが示されております。 

採択参考資料の公民２ページから公民25ページまで調査研究結果を示してお

ります。そのうち、公民の10ページをご覧いただきたいと思います。 

様式４の⑤「社会的事象の意味、意義を解釈する学習及び事象の特色や事象

間の関連を説明するなどの学習方法を取り上げているページ数」において特徴

が見られました。 

具体的には、東京書籍では「確認マーク」など71ページ、教育出版では「ト

ライ」など101ページとなっておりました。 

続きまして、調査研究の観点Ｂである「札幌市として設定する調査研究項目」

について報告いたします。報告書の社30ページをご覧ください。 

 公民的分野は、調査研究項目の１つ目、「札幌らしい特色ある学校教育の推

進」及び２つ目の「学ぶ意欲を培う学習の充実」について各１項目、３つ目の

「人間尊重の教育の推進」について４項目、４つ目の「資料を読み取り表現す

る力を高める学習の充実」について２項目の、合計８項目について調査いたし

ました。 

そのうち、２の（１）「地方自治に関する学習の取扱い」と、３の（１）「ア

イヌ民族の人権の取扱い」、３の（２）「子どもの人権の取扱い」、４の（２）

「問題解決的な学習の取扱い」について特徴が見られました。 

まず、２の（１）「地方自治に関する学習の取扱い」についてです。報告書

の社33ページをご覧ください。 

東京書籍では、政治に関する学習の導入部分で「市長になって考えてみよう
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～企業の跡地利用～」というページを設けたり、自分たちにもできる政治参加

を調査分析し、まちづくりにかかわる学習として「わたしたちの政治参加」と

いうページを設定したりして、地域社会にかかわろうとする意欲や態度を育て

ることが可能な内容となっておりました。 

また、教育出版では、オンブズマンの役割や、「市政に提言しよう」という

コーナーなど中学生が地域政治に参加する事例が掲載されており、また帝国書

院では、「まちの活性化プランナー」となって自治体に提言する学習や中学生

が地域社会を動かした事例、条例制定に取り組んだ中学生の事例が掲載され、

いずれも子どもが地方自治にかかわる事例が掲載されるなどしており、それぞ

れ地域社会にかかわろうとする意欲や態度を育てることが可能な内容となって

おりました。 

次に、３の（１）「アイヌ民族の人権の取扱い」についてです。報告書の社3

4ページをご覧ください。 

まず、東京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版については、

平等権のところで、記述の仕方に多少の違いはありますが、アイヌ民族が土地

を奪われたことと日本人化の強制、言語と文化の否定のほか、「アイヌ文化振

興法」もしくは「先住民族の権利に関する国際連合宣言」などについて取り上

げられ、アイヌ民族の人権を尊重する態度をはぐくむことが可能な内容となっ

ております。 

また、東京書籍については、アイヌ文化と琉球文化の比較について、教育出

版では、萱野茂さんが国会でアイヌ語の質問をする様子や山本多助さんの「カ

ムイ・ユーカラ」について、帝国書院では、松前藩のアイヌ民族への弾圧、北

海道旧土人保護法、萱野茂さんの国会での発言について、日本文教出版では、

萱野茂さんの「アイヌの碑」などについて、育鵬社については、知里幸恵さん

のアイヌ文化継承への尽力について、それぞれ取り上げられており、各者の特

徴が見られました。 

次に、３の（２）「子どもの人権の取扱い」についてです。報告書の社35ペ

ージをご覧ください。 

まず、各者共通しているのが、巻末に「子どもの権利条約（児童の権利に関

する条約）」の一部が掲載されていることです。 

 さらに、東京書籍、教育出版、日本文教出版では、子どもの権利条約で示さ

れた「四つの権利」について掲載されていたり、世界の子どもの人権の問題な

どが取り上げられていたりすることで、子どもの人権を尊重する態度をはぐく

むことが可能な内容となっております。 

また、清水書院、帝国書院、育鵬社では、世界の子どもの人権の問題につい

て掲載されており、清水書院では、「子どもたちが訳した子どもの権利条約」、
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育鵬社では、子どもの権利条例に関して、異なる立場からの主張である二つの

新聞の社説が掲載されており、それぞれ子どもの人権を尊重する態度をはぐく

むことが可能な内容となっております。 

最後に、４の（２）「問題解決的な学習の取扱い」についてです。報告書の

社40ページをご覧ください。 

各者とも、毎時間の問いかけや課題が示され、問題解決的な学習を行うこと

が可能な構成となっておりました。 

さらに、東京書籍、教育出版、帝国書院、日本文教出版では、毎時間、もし

くは各章の章末に問題解決的な課題が設定されていたり、議論やプレゼンテー

ションなど、課題を分析し考察するさまざまな手法が掲載されていたりしてお

り、自分の言葉で表現する学習活動へと展開させることが可能な構成となって

おりました。 

また、自由社、育鵬社については、章末に問題解決的な課題が設定されてい

たり、ディベートにより課題を分析し考察するさまざまな手法が掲載されてお

り、自分の言葉で表現する学習活動へと展開させることが可能な構成となって

おりました。 

以上で、公民的分野の説明を終わります。 

○山中委員長 ありがとうございました。 

では、ご質問ございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

○西村委員 公民的分野というだけでなくて、ほかの分野との関連をお聞きし

たいのですけれども、やっぱり教科書会社が同じだと、先ほど「トライ」とか

どこかにありましたけれども、キャラクターだとか、そういうのは一緒になっ

てくるのですね。 

○吉呑小委員会委員長 はい。一緒になっております。同じつくりです。 

○西村委員 先ほど質問したように、東京書籍は、最初に課題があって、最後

にまとめがあるという形の、これは同じということですね。先生方としては、

同じものというか、こういうのは３年生でやることなので、地理と歴史ほどで

はないかもしれないのですけれども、どうなのですか、同じもののほうがやり

やすいとか、別に関係ないですとか。 

○吉呑小委員会委員長 慣れているとやりやすいと思いますが。では、ほかが

どうなのというと、ほかのやり方もやっぱり先生方は独自で対応をすることは

できるとしております。 

○工藤指導担当係長 多分、そこだけを見ると、そろっているほうがいい部分

ももちろんあるのでしょうけれども、ほかの観点もあるかと思いますので、そ

のバランスも必要かなと思っております。 

○山中委員長 具体的な例がいろいろ上がっていると教員も教えやすいのだろ
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うと思うのですが、例えば地方自治の関係なんかですと、札幌のことを書いて

あるわけではないけれども、例えば札幌だったら、子ども議会なんてやってい

ますよね。そういうような具体的例が出ている教科書を使っているような場合

に、札幌はこういうことをやっているのですよ、ということは教えやすくなる

のですね。 

○吉呑小委員会委員長 当然、身近なところで取り組んでいる内容を提示する

というようなのはわかりやすいなと思っています。 

○設楽委員 余り大きな違いはないのかもしれないのですが、例えば、育鵬社

とか、それから教育出版とか清水書院というのは、初めは、「私」というとこ

ろからスタートしているのですね。それから、ほかの、例えば日本文教出版な

んかは、客観的に、「現代社会」というふうな書き方をしているのですが、余

り違いはありませんか、教える上では。「私」として生まれてとか、何か中学

生になると少しずつ同一性を確立していくので、そういう「私」なんていうの

は、ちょっと魅力的かなと思ったのですが、余り関係はないですかね。 

○吉呑小委員会委員長 そこまで意識しては調査しておりませんでした。 

○山中委員長 公民というような発想と私という発想の違いみたいなものを教

えるような必要もあるのかもしれませんね。 

○設楽委員 私から始まって、だんだん家族と、それから社会の中の自分とか

というふうにだんだん広がっていくのと、最初から広くとらえるのと二つある

ような感じがしたのですね。その辺ではどうなのかなというふうに思いました。 

○吉呑小委員会委員長 公民的な資質をはぐくんで、しっかりとしていかなけ

ればならない部分ですが、もちろん義務教育の最後の年の部分で学ぶことです

ので、それは、これから次のステップアップするための段階で、その次、私と

いうか、自分があって、そしてまた社会の一員としてどうあるべきかという関

係かなというふうに思っております。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員 育鵬社の132ページに、人は何のために働くのかというコーナーが

あるのですけれども、会社に携わる者として非常に心強い感じがしてはいるの

ですけれども、こういったような類の教科書というのはほかにも事例としては

いっぱいあるのでしょうか。 

○工藤指導担当係長 まず、基本的なことといいますか、労働といったところ

では非常に大事だなというふうには思っています。なぜ働くのかということは、

もちろん社会科でも、ほかの教科も多分出ているだろうなと思います。社会科

以外のところでも、キャリア教育とかでやっているところがあります。そこの

関連なんかも、トータルで見たときに、学校では教育活動もされているかなと

思っております。 
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○池田委員 育鵬社だったと思いますけれども、新聞の社説が出ているやつが

どこかにあったのですけれども、これは通常なのでしょうか。余り例を見ない

事例なのでしょうか。 

○工藤指導担当係長 子どもの権利条例、広島市のですね、賛否両論出ていま

すけれども、ここのページのねらいそのものは、情報、メディアリテラシーと

いうのでしょうか、そういうところを主眼にして、隣のページには、ディベー

トをやってみようということで、賛成、反対ということで出ているところなの

で、ねらいはそこにあるのかなということであれば、子どもの権利で賛否でと

いうようなのは私自身は初めて見ました。けれども、こういう意見が異なるも

のをこういう形で、両方の意見を聞きながら自分の考えを決めていく、または

ディベートみたいなものを通しながらやっていくというものは、歴史でも出て

いましたし、公民でも今までも出てきたかなと。ただ、題材として、これをこ

こで取り上げたのは私は初めて見ました。 

○山中委員長 国語なんかでは、そういう新聞の社説なんかを素材にして勉強

する機会はあったのですね。 

○池田委員 教科書で今までずっと見ていてなかったのですかね、社説を題材

にしているという。 

○工藤指導担当係長 取り上げていることは今までもあったと思います。また、

比較したりということもないわけではなかったかと思うのですが。 

○池田委員 ディベートを生かしていくというのはなかなか面白い試みですよ

ね。 

○山中委員長 さっきの、池田委員が労働なんかの関係で、東京書籍には「生

産と労働」なんていうところもあります。 

○池田委員 何ページですか。 

○山中委員長 118ページ。働くことの意義と労働者の権利なんていうことで書

いています。64ページは会社との関係ですね。ほかにいかがでしょうか。 

○臼井委員 これは中３、義務教育の最後ということなので、各教科書を見て

いますと、どの教科書も、ちょっと言葉は違っても、いわゆる持続可能な社会

へ向けてというようなことで、環境問題とか国際経済の問題とかを扱っている

のですけれども、その中で特色という点で何か取り上げるべきことがもしあり

ましたら、教えていただきたいのですけれども。 

○吉呑小委員会委員長 先ほどもお話ししましたけれども、例えば、帝国書院

におきましては、99ページのところに、持続可能な社会を目指してという特設

ページ、これは全部で８カ所ほど設定されております。こういったところで、

持続可能な社会を築く視点を生徒に意識させながら授業を進めていくというよ

うなものを持っているのかなというのは一つの方策だと思います。 
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○工藤指導担当係長 最終的なところで、持続可能な社会の形成を目指してと

いうことで、小論文というのでしょうか、作文を書くようなことになっており

まして、そこのところは各者ですね、多くの会社が10ページぐらい使いながら、

最終的に作文を書いていくわけなのですが、そこをいきなりというのもなかな

か難しいと思いますので、そういった意味では、こういうようなページですと

か、または各ページで持続可能な社会の形成という視点から毎時間何らかの短

い文章を書くような練習の積み重ねをしておくと、持続可能な社会の形成を目

指してというところが大変有効的になるのかなというふうに思っております。 

○臼井委員 関連してもう１つなのですけれども、複数の出版社で、いわゆる

卒業論文を書こうというようなプロジェクトがあるのですけれども、これは、

現場ではかなり一般的なことなのでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 実際には、時期的なものもございますし、ただ、一般

的かどうかというのは、ちょっと全てを見ていないので私自身の私見の部分で

すけれども、それほど一般的ではないのかなと思います。けれども、ただ、今

後はそういったことを学ぶと。ですから、３年生になって、最後にやるだけで

はなくて、各単元であるとか、そういった部分でそういういろいろなトレーニ

ングといいますか、そういったことを訓練しながら、最終的には論文であると

か、いろいろな形で子どもたちのそういった考えをまとめるというような形を

これからは取り入れて、そういった力をつけさせるべきであるというふうに思

っております。 

○工藤指導担当係長 今回から必須になったのですね、学習指導要領の中で。

それで単元が設けられて論文を書くようになったのですね。必ず書かなくては

いけなくなりました。 

○山中委員長 そうなのですか。ほかにいかがでしょうか。なければ、地理あ

るいは歴史でもお尋ねしたように、公民的分野の教科書に関して、調査研究の

観点Ａの関係で、あるいはまたＢの関係で、それぞれこの教科書がこういう点

から特徴的だなというような感じを審議会の中で意識されたかどうか、された

とすれば、どの教科書がどんな点でというような形のご意見をいただければと

思います。 

○吉呑小委員会委員長 それではまず、観点Ａについてですが、事象の特色な

どについて説明する課題の箇所が多く、内容も充実しているということで、東

京書籍と教育出版が挙げられます。 

また、観点Ｂについては、「問題解決的な学習の取扱い」について特徴が見

られるとともに、地方自治において中学生が参加している事例を取り上げてい

ることや、アイヌ民族の人権問題が平等権の学習で扱われていることから、東

京書籍、教育出版、帝国書院が挙げられます。 
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以上でございます。 

○山中委員長 ありがとうございます。今の小委員会の委員長さんのご意見な

ども含めながら、皆さんのほうで選定の候補としてのご意見があれば伺いたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

この関係も全部で７者ありますので、３者程度に絞っていくのがよろしいと

思っておりますが、その辺からいうと、観点Ａあるいは観点Ｂから見ても、東

京書籍、教育出版を入れてもいいかなというふうに思っていますが、帝国書院

をさらにつけ加えるということで３者の中でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 それでは、公民的分野につきましては、選定候補を東京書籍、

教育出版、帝国書院、この３者とすることにしたいと思います。 

続きまして、「地図」、社会の最後ですけれども、これについてご説明お願

いいたします。 

○吉呑小委員会委員長 それでは、「地図」についてご説明いたします。 

 今回、調査対象となったのは、新たに文部科学大臣の検定を経た教科書の発

行者から送付された「東京書籍」「帝国書院」の２点の教科書であります。 

初めに、調査研究の観点Ａである、道教委が作成しました採択参考資料を基

礎資料とした調査研究内容を報告いたします。 

採択参考資料の地図２ページから地図13ページまで調査研究結果を示してお

ります。そのうち、様式２の取扱内容「日本地域別詳細図」、これは地図の２

ページから３ページでございます。様式４の④「伝統や文化に関する内容を取

り上げているページ数」、これにつきましては地図の５ページでございます。

において特徴が見られました。 

まず、様式２の取扱内容「日本地域別詳細図」についてです。採択参考資料

の地図２ページ・３ページをご覧ください。 

東京書籍では、取扱内容の最初の丸の中の下から２つ目のところでございま

す。土地利用図と鉄道を関連させることで地域の特色を考えたりする活動が示

され、また帝国書院、これについては３ページのところでございますが、取扱

内容の丸の１つ目の下から２つ目の黒丸でございます。については、地図とグ

ラフを関連付け、人口集中による課題を考えたりする活動が示されております。 

次に、様式４の④「伝統や文化に関する内容を取り上げているページ数」に

ついてです。採択参考資料の地図５ページをご覧ください。 

帝国書院では、「特色ある住居と衣装」や「方言分布」など、13ページにお

いて掲載されておりました。 

続きまして、調査研究の観点Ｂである「札幌市として設定する調査研究項目」

について報告いたします。報告書の社41ページをご覧ください。 
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 地図は、調査研究項目の１つ目、「学ぶ意欲を培う学習の充実」について１

項目、２つ目の「資料を読み取り表現する力を高める学習の充実」についても

１項目の、合計２項目について調査し、それぞれ特徴が見られました。 

まず、１（１）「地域社会の社会的事象に関わる教材の取扱い」についてで

す。報告書の社42ページをご覧ください。 

北海道地方の地図について、東京書籍では、縮尺200万分の１の北海道全図と、

縮尺100万分の１の道南・道央を中心とした北海道の拡大図が掲載されておりま

す。 

これに対し、帝国書院では、縮尺200万分の１の北海道全図は渡島半島から択

捉島までの範囲が描かれ、また、縮尺100万分の１の拡大図では、北海道を北部

と南部に分けて北海道全体が掲載されていることが特徴となっており、北海道

への興味・関心を高めることが可能な内容となっております。 

次に、２（１）「資料の取扱い」についてです。報告書の社43ページになり

ます。 

 東京書籍については、世界と日本のそれぞれについて、１部「一般図・基本

の資料」、２部「詳しい資料・補う資料」の２部構成としているところに特徴

がありました。また、帝国書院については、ＡＢ判の特徴を生かし、多くの情

報を掲載できる100万分の１の拡大図を多く掲載するほか、写真等の資料を大き

く掲載しているところに特徴がありまして、いずれも具体的、基礎的な資料を

活用することが可能な内容となっております。 

以上で、地図の説明を終わります。 

○山中委員長 ありがとうございます。ご質問などありましたらお願いいたし

ます。 

○西村委員 資料の取り扱いについてお伺いしたいのですけれども、地図だけ

ではなく、これは、地図というのは主に地理で使うことが多いと思うのですけ

れども、地理でも必ず資料集というのがありますね。ですから、地図にこの資

料がたくさん載っていることがいいのか、それとも、資料集というものを別に

使うので、資料の扱いというのは資料集との兼ね合いがあると思うのですけれ

ども、どのように考えたらいいでしょうか。 

○吉呑小委員会委員長 当然ですね、いろいろなことを調べるであるとかとい

うようなことを学ぶためには、そういう地図の中で、たくさんの情報の中から

取捨選択して、必要なものを選ぶということが大事だと思っております。ただ、

その中で、一般的には、多くはそういう資料集というか、教材を使いながら、

そこの部分をコンパクトにまとめて、そういったものを提示というか、そうい

う点でそういう構成が多いのかなと思っております。 

それぞれ扱いには、よさであるとか、いろいろな調べ学習の中で必要なもの
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の読み物だけでなくて、そういう種類があるとそれだけ多くの資料、データ等

を子どもたちが手に入れて、それをいろいろな形で活用できるのではないかな

というふうには思っております。 

また、資料というものも、地図だけではなくて、それに付随するさまざまな

種類の、そういうことは大変大事だなというふうに思います。 

○工藤指導担当係長 ちなみに、私もちょっと気になりまして、ざっくり調べ

てみたのですが、市内の中学校で、いわゆる資料集を用意している学校、教材

としてですね、おおむね９割ぐらい。残りの１割も、作業帳というのでしょう

か、ドリル帳というのでしょうか、そういうふうな形のものを用いているとこ

ろがほとんどでございまして、そういった意味では、資料集的なものを別に用

意している学校が多いのかなというような感じです。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○西村委員 色の感じが２者でちょっと違うのですけれども、色弱の方とか、

そういう方にとって何かメリット、デメリットがあるというような差はあった

のでしょうか。 

○工藤指導担当係長 どちらもユニバーサルカラーデザインにはなっているの

ですが、あとは、それぞれの子どもの印象のところかなと思うので、どっちが

どっちとなかなか言いがたいところもあるかと思います。ちょっと見比べてい

ただきたいなと思っているのが、今、北海道地方を画面でも映しております。

同じ例えば北海道で比較をしたときに、どちらかというと東書のほうが非常に

鮮やか、濃い目の感じかなというようなところで、はっきりくっきり系なのか

なと。ただ、はっきりくっきりしているのが苦手な方もいらっしゃるかもしれ

ないですし、逆にはっきりくっきりしているということで、歴史に関わったり

するような場所が地図の中に入れられたりするのですけれども、ここのところ

でいうと、色づかいでいうと、もしかすると東書のほうがややはっきり見やす

いかなと思ったりする。例えば、函館に五稜郭跡ってあると思うのですけれど

も、同じにあるのですね、五稜郭跡、ちょうど。東書の99ページの下側のほう

にあるのですけれども、同じように帝国にも、函館のところに五稜郭跡が載っ

ていまして、どっちがぱっと見えるかなみたいなのは。それぞれの方の感触に

もよるのでしょうけれども。どちらかというと、くっきりはっきりしているの

は東書のほうがくっきりとした感じはしますが、どうでしょうか。 

○西村委員 特に差はないということですね。 

○山中委員長 例えば、近畿地方なんか見てみると、帝国書院のほうがはっき

りくっきりしているかなんて思ったりしたのですけれども。200万分の１ですけ

れどね。ほかに何かありますか。 

○池田委員 最後、確認の意味なのですけれども、土地利用と、それから鉄道
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というお話がありましたけれども、もう一方の帝国では、それとの対比として

どんなものが、たしかグラフの話とかちょっと出ていましたけれども、どこか

ちょっと明確に教えていただければと思います。 

○工藤指導担当係長 採択参考資料のほうの地図３ページというところに、取

扱内容という枠が上のほうにありますね。そこのところにもあるのですが、具

体的なページで申しますと、例えば、地図とグラフをこういう形で、114ページ

でございます。このように地図の中にグラフを盛り込んだりしているですとか、

人口集中というところとか、水質とかというようなところでグラフをちょっと

載せたりとかというものが見られるというような形になっています。 

○池田委員 ここ１カ所だけですね。 

○工藤指導担当係長 そうですね、はい。 

○山中委員長 ほかにございますか。 

○池田委員 東書のほうはどこからありますでしょうか。 

○工藤指導担当係長 ちなみに、今のところの鉄道のところは133ページ。大阪

のところですが、鉄道と土地利用みたいな形ですね。 

○池田委員 ありがとうございました。 

○山中委員長 地図とほかの教科との関連は余り気にしなくていいということ

でしたね。地理の教科書とか、あるいは歴史の教科書と同じ会社でなくても、

それは問題ないということですね。 

○工藤指導担当係長 はい。 

○山中委員長 ほかにはいかがですか。特にないようでしたら、この関係は２

者しかございませんので、２者とも選定の候補とするということでよろしゅう

ございますか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 では、そのようにさせていただきます。 

社会の小委員長さん、本当にご苦労さまでございました。長時間にわたりあ

りがとうございました。 

それでは、ここで10分休憩とさせていただきたいと思います。 

 

【休 憩】 

 

○山中委員長 それでは、時間ですので、会議を再開いたします。 

次は、「技術」と「家庭」についての審議を行います。審議に入る前に、小

委員会の委員長さんに確認をさせていただきますが、特定の組織、団体あるい

は会社などから、影響力の行使、あるいは圧力などございませんでしたでしょ

うか。 
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○村上小委員会委員長 一切ございません。 

○山中委員長 それでは、技術・家庭の小委員会の委員長さんのほうから、調

査研究報告のご説明をお願いいたします。 

○村上小委員会委員長 中学校部会、技術・家庭小委員会委員長の村上でござ

います。 

今回、調査研究の対象となったのは、技術分野・家庭分野ともに、新たに文

部科学大臣の検定を経た教科書の発行者から送付された「東京書籍」「教育図

書」「開隆堂出版」の３者の教科書であります。これらの教科用図書について、

教育委員会が定めた「平成24年度から使用する中学校教科用図書の調査研究の

基本方針」に基づき、技術・家庭小委員会において、公正・中立な立場から、

慎重に調査研究を進めてまいりました。 

具体的には、調査研究の観点Ａである、北海道教育委員会が作成した採択参

考資料を基礎資料とした調査研究と、調査研究の観点Ｂである「札幌市として

設定する調査研究項目」についての調査研究を行ってまいりました。 

それでは、まず技術分野についてのご説明を申し上げます。 

初めに、調査研究の観点Ａについてであります。技術の採択参考資料、タグ

のついた、技術１ページをご覧ください。 

技術・家庭科においては、現行の学習指導要領が改訂された際に示された改

善の基本方針等として、「実践的・体験的な学習活動を通して、基礎的な理解

と技能を養うこと」「課題を解決するために工夫し想像できる能力と実践的な

態度の育成を一層重視すること」が挙げられております。また、技術分野では、

「日本のものづくりを支える能力の育成」や「社会で活用される様々な技術を

評価・管理できる力の育成」が課題として指摘されたことから、「ものづくり

を支える能力などを一層高めること」や「技術を適切に評価し活用できる能力

と実践的な態度」を育成することが重視されております。 

 技術科の教科の目標は、従前と同様ではありますが、履修方法については、

変更がございます。従前は、必修項目と選択項目が設定されておりましたが、

今回の改訂ではＡからＤの４つの内容をすべての生徒に履修させることとなり

ました。また、３学年間の学習の見通しを立てさせるガイダンス的な内容を設

定し、第１学年の最初に履修させることとなっております。 

採択参考資料では、様式２から別記まで調査研究結果を示しておりますが、

そのうち、別記様式４の調査項目⑦「学習への興味・関心を高めることができ

るような資料や北海道の素材を活用している資料の箇所数」について、各教科

書の特徴が見られました。 

本項目については、採択参考資料のタグがついている、技術６ページに示さ

れているとおり、「資料」については、東京書籍が20カ所、教育図書が30カ所、
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開隆堂出版が78カ所掲載されておりました。また、北海道の素材については、

東京書籍に１カ所、開隆堂に５カ所掲載されておりました。 

小委員会では、このほかにも「学習への興味・関心を高めることができるよ

うな資料」として、各ページ下の小さな記述も取り上げてみました。その結果、

東京書籍は「ひとくちｍｅｍｏ」という豆知識が68カ所、開隆堂出版は「豆知

識」という情報欄が218カ所掲載されており、それぞれ生徒の学習への興味・関

心を高めることができる内容となっておりました。 

また、東京書籍に掲載されている北海道の素材は、札幌市で開催されたロボ

ットコンテストの写真であり、札幌市の子どもたちが興味・関心を持つ内容と

なっております。 

次に、調査研究の観点Ｂについてです。技術タグの、答申、技術２ページを

ご覧ください。 

 札幌市では、「１ 札幌らしい特色ある学校教育の推進」について１項目、

「２ 学ぶ意欲を培う学習の充実」について１項目、「３ 情報活用能力を高

める教育の推進」について２項目、計４項目について調査研究を実施いたしま

したが、そのうち、１の（１）「技術と社会・【環境】とのかかわりについて

の取扱い」、２の（１）「進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度の

育成の取扱い」について、各教科書の特徴が見られましたのでご説明させてい

ただきます。 

まず、「技術と社会・【環境】とのかかわりについての取扱い」でございま

す。これは、さきに申し上げました、技術分野の目標において重要視されてい

る内容が、どのように取り扱われているか、という観点でございます。 

 東京書籍では、各内容の学習の最後に、技術の評価・活用についてのまとめ

があり、技術と社会・環境とのかかわりについて、さまざまな条件を比較・検

討しながら考えることを促す内容となっております。 

 教育図書では、生物育成と環境・社会とのつながりについて多くの観点を示

し、環境について広い視野で考えることができる内容となっておりました。 

 また、開隆堂出版では、各内容の学習の最後で、技術と社会・環境とのかか

わりについて取り上げており、学習のまとめの中の「学習をふり返ろう」「生

活に生かそう」が、資源や環境に配慮したライフスタイルについて考えるきっ

かけとなる構成となっておりました。また、特に生物育成に関する技術と社会・

環境とのかかわりについては、物質循環の視点から、過去・現在・未来の３つ

の図を使って紹介し、持続可能な社会の構築について考えることを促す内容と

なっております。 

続いて「進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度の育成の取扱い」

についてでございます。 
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 ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して、創造・工夫する力や

緻密さへのこだわり、知的財産を尊重する態度等を育成するという技術分野の

特徴ともかかわりのある項目でございます。 

 これについては、東京書籍が、製作品の製作を振り返り、評価の観点に基づ

いて評価することにより、次のものづくりへの課題を考え、創造・工夫する力

を育成することが可能な内容となっておりました。 

 教育図書では、「正確につくるボックス棚」を題材例として、治具の役割や

例を豊富に紹介し、作品へのこだわりや緻密さを追究することができる内容と

なっております。 

また、開隆堂出版では、各内容の実習例の中に多くの「工夫してみよう」の

囲みがあり、体験的な学習を通して、工夫・創造することを促す内容となって

おりました。 

続いて家庭分野について説明申し上げます。採択参考資料タグの家庭１のペ

ージをご覧ください。 

家庭分野においては、現行の学習指導要領が改訂された際に示された改善の

基本方針等として、少子高齢化や家庭の機能が十分に果たされていないといっ

た状況に対応し、「家族と家庭に関する教育と子育て理解のための体験や高齢

者と交流すること」が特に重視されております。 

教科の目標は、従前と同様でありますが、履修方法については、技術分野と

同様にＡからＤの４つの内容をすべての生徒に履修させることに変更となって

おります。ただし、家庭分野においては、「生活の課題と実践」に関する指導

事項を設定し、ＡからＣの３つの事項から３学年間で１または２事項を選択し

て履修させることとなっています。また、ガイダンス的な内容が設定されてい

るのは、技術分野と同様であります。 

採択参考資料、家庭タグ、家のタグですけれども、では、様式２から別記ま

で調査研究結果を示しておりますが、そのうち、別記様式４の調査項目⑦「学

習への興味・関心を高めることができるような資料や北海道の素材を活用して

いる資料の箇所数」について、各教科書の特徴が見られました。 

採択参考資料、家庭６のページに示されているとおり、「資料」については、

東京書籍に48カ所、教育図書に29カ所、開隆堂出版に47カ所掲載されておりま

した。また、北海道の素材については、東京書籍に６カ所、教育図書に１カ所、

開隆堂出版に７カ所掲載されておりました。 

資料の具体的な内容については、各者とも衣食住にかかわる内容や環境とか

かわる内容を取り上げておりますが、特に東京書籍と開隆堂出版の２者が多く

の資料を掲載して生徒の興味・関心を高める内容となっておりました。 

次に、調査研究の観点Ｂについてです。答申、家庭タグの技７ページをご覧
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ください。 

 札幌市では、「１ 札幌らしい特色ある学校教育の推進」について１項目、

「２ 学ぶ意欲を培う学習の充実」について１項目、「３ 地域への関心を高

める教育の推進」について１項目、計３項目について調査研究を実施いたしま

したが、そのうち、２の（１）「進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な

態度の育成の取扱い」、３の（１）「家庭生活と地域とのかかわりについての

取扱い」について、各教科書の特徴が見られましたのでご説明させていただき

ます。 

 まず、「進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度の育成の取扱い」

でございます。これは、さきに申し上げました、技術・家庭科の改善の基本方

針において重要視されている内容が、どのように取り扱われているか、という

観点でございます。 

東京書籍では、商品の選択と購入の学習をもとに、自分や家族が欲しいと思

っている商品購入のシミュレーションをすることを通し、課題を解決する力を

身につけることが可能な内容となっております。 

教育図書では、昼食のカレーを５つの例から選択することについて、さまざ

まな点から比較検討し、興味関心を持って学習に取り組むことを促す内容とな

っておりました。 

開隆堂出版では、食品添加物についてさまざまな観点を紹介し、実際に食品

添加物使用・未使用のハムを見比べるなどの体験を通して、状況に応じて食品

を選択する力をつけることが可能な内容となっております。これに加え、食生

活について、自分、地域、世界へと視野を広げ、これからの生活を展望して、

よりよくしようと考えることが可能な内容となっておりました。 

続いて「家庭生活と地域とのかかわりについての取扱い」についてでござい

ます。 

家庭の機能を理解し、人とよりよくかかわる能力の育成と幼児への理解を深

め、子どもが育つ環境としての家族と家庭の役割に気づく幼児触れ合い体験な

どの学習活動の充実が求められていることにも関連する項目でございます。 

 これについては、東京書籍が、幼児との触れ合いについて３つの実践例を取

り上げ、生徒や学校の実態に応じて実践することができる内容となっておりま

した。 

教育図書では、幼児との触れ合い体験について、実際に幼稚園等の施設に出

かけるという実践例を取り上げております。 

開隆堂出版においては、幼児の観察や幼児へのインタビュー、地域の施設利

用者へのインタビューや地域の施設調査の学習活動を通して、幼児に関心を持

つことや子どもの成長と地域のかかわりについて理解を深めた上で、幼児との
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触れ合い体験について４つの実践例を取り上げており、生徒や学校の実態に応

じて実践することができる内容となっております。以上、答申の概要について

説明させていただきました。 

○山中委員長 ありがとうございます。ご質問ございませんか。 

○西村委員 技術・家庭で、植物を育てるというのがありますね。生物育成に

関する技術というところがあるのですけれども、これは小学校でいったら、生

活科で植物を育てていますよね。理科では、きっと植物を顕微鏡で見たりとか

そういうことになるのでしょうけれども、この技術科における生物育成に関す

る技術というのは、どういうふうな目当てを持ったものなのでしょうか。 

○村上小委員会委員長 かつても栽培という領域があったのですけれども、今

回は技術のほうですね、材料と加工に関する技術、エネルギー変換に関する技

術、生物育成に関する技術、情報に関する技術ということで、今ご指摘の委員

のおっしゃったことは、生物育成に関する技術だと思うのですけれども、いわ

ゆる食エネルギーとかに関しても、生物の、いわゆる農業的な生物の育成と同

時に、それから飼育、それから海産物についても、生物の育成環境について適

格に子どもたちに知識として身につけさせるというような視点から、小学校の

ものとは違った、私たちの生活の身の回りの生産物としての技術についての取

り上げ方がされているかと思います。 

○西村委員 実際に生徒が、実践例としてトマトの栽培だとか出ていましたよ

ね。植えるということは行うのですか。 

○村上小委員会委員長 はい、もちろんです。 

○西村委員 各学校ですか。 

○村上小委員会委員長 はい。 

○西村委員 今までも行っていましたか。 

○村上小委員会委員長 今までは、冒頭にお話ししましたように、選択の中で

行われていたものですので、今回必修ということで取り扱いをするようになっ

ております。 

○西村委員 ということは、各学校、農場でないですけど、プランター育成か

何かわかりませんけれども、やらなければいけないという。 

○村上小委員会委員長 はい。幾つかの実践例がそういった環境にない学校の

実態に応じて、プランターを含めて、いろいろな各種栽培例が各教科書とも掲

載されております。 

○臼井委員 この生物育成に関する技術ということについて、それぞれ３者を

見ていますと、バイオを使って、青い色のバラとか、あるいはマグロ等の水産

資源のそういう養殖等ということもなっているのですけれども、その一方で、

今日、いわゆる遺伝子組み換えの問題であるとか、あるいは養殖の漁業に伴う
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海洋汚染等の問題等々もニュースで出てくることがあるのですけれども、その

辺の配慮というのは、見たところでは、具体的な扱いがなかった。これはむし

ろ家庭科のほうでの関わりなのでしょうか。 

○長谷川指導担当係長 私のほうからお答えいたします。生物育成につきまし

ては、先ほどのお話をちょっと補足で申し上げますけれども、小学校の生活科

や理科におけるものは、いわゆる成長観察ですとか、植物の体の構成というよ

うなことで勉強いたしまして、この技術科における生物育成につきましては、

生物を育成するときの管理技術、それを計画的にきちんとやれるということが

第１段階になります。第２段階といたしまして、目的を持った生物育成をする

ことができる。例えば、トウモロコシを食用として育成する場合と、それから

動物の飼料用として育成する場合、あとはそれを搾ってエネルギーとしてつく

り出す場合ということで、ねらいが違う場合には、それぞれ育成の仕方や管理

が違うだろうということで、そういうねらいを持った生物育成を考えていくと

いうことがこの技術の大きなねらいとして、今委員ご指摘のとおり、生物育成

をする上で、それが環境に与える負荷ですとか、そういうようなことをいろい

ろと考えた上で技術を評価していきながら、検討していくというようなことに

なると思います。 

今回の教科書を見ますと、開隆堂と東京書籍が各内容の後ろのほうに、技術

と評価というものがありますので、例えば東京書籍でいいますと、今、委員ご

指摘のありましたバイオテクノロジーの178ページからが、生物育成に関わると

ころの評価の部分になります。ここから後ろにずっと続いて、目的に合わせて

食材を選ぼうというようなところまでつながっているということになっており

ます。 

それから、開隆堂におきましては、166ページから。社会・環境との関わりと

いうことで、先ほど説明でも取り上げましたけれども、過去・現在・未来とい

うことで、これから求められる農産物に関する物質循環というようなことで取

り上げられています。 

○臼井委員 もう１点。ちょっと細かいことなのですけれども、３つの教科書

の中を見ていて、特に開隆堂のほうの特徴というのか、右隅のところのページ

のところに、実物の写真が載っていて、どこのところを見ているのかなという

ことがちょっと見やすいような気もしているのですけれども、これは何か有効

なものなのでしょうか。 

○長谷川指導担当係長 これは、小委員会の中では、委員の方々から、ずっと

いろいろな工具とか器具の写真が何枚かでも出ているのですけれども、見てい

て、こういうふうなものというのは、子どもたちが成長する上では、ちょっと

気になって、興味を深めるものにはなるのではないかなという意見はありまし
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た。ただ、右下のような豆知識ですとか、そういうような部分と比べると、本

当に名前と絵だけなものですから、委員会のまとめの中には取り上げてはいま

せんけれども、意見としては出ておりました。 

○設楽委員 主として、東京書籍と開隆堂の教科書で、技術で、両方ともＡか

ら、ＡＢＣＤの分野というふうにお話しされていたのですが、東京書籍のほう

は、Ａ～Ｄという記載はありませんね。１～４という。それはＡＢＣＤに対応

するというふうに考えていいのですか。中身は同じですか。 

○村上小委員会委員長 そのとおりでございます。 

○設楽委員 例えば、技術・家庭のほうでは、開隆堂は、自立を目指して学ぼ

うということで、まず家庭、家族があって、その後食生活があってというふう

になっていますけれども、東京書籍のほうでは、それは逆になっていますね。

食生活から始まっていますね。それは授業をする上では、いろいろ順番を変え

るのですか、それぞれ。 

○村上小委員会委員長 まず、ガイダンスについては、１年生の初めに履修す

るわけですけれども、ガイダンスについては、Ａの内容の中の前段で取り扱う

ようになっております。ですから、技術・家庭の技術分野については、材料と

加工に関する技術、それから家庭科のほうにつきましては、家族、家庭と子ど

もの成長の中でということで、ですから、４つのＡＢＣＤ、順番は特にこだわ

らないとはいいながら、実際には、Ａの中でガイダンス、ガイダンスは１年生

の最初にという学習指導要領ですので、Ｂ以降については、順番は各学校や地

域の実態に応じてということで、順序性はそれぞれであるというふうに考えて

おります。 

○山中委員長 ほかにいかがですか。 

○西村委員 技術と家庭科の教科書が、会社は３者同じなのですけれども、違

う教科書を選ぶということは可能なのですか。可能というか、違ってもいいの

か、それとも同じほうがいいのか。 

○村上小委員会委員長 今、冒頭の答申の中でお話ししましたように、技術・

家庭科の中の技術分野の目標、家庭分野の目標がそれぞれございますので、会

社が違っても、それの目標に照らして教科書が構成されておりますので、会社

が違っていても可だというふうには思います。 

○山中委員長 教えにくさはないのですか。また、逆に生徒のほうから見て、

学びにくいとか、そういうことはないのですか。 

○村上小委員会委員長 過去、札幌市でも、２者にまたがって、今は１者なの

ですけれども、２者にまたがって採択していた時期がありましたけれども、特

に現場の先生方から、あるいはまた生徒のほうから、会社が違うことによって、

恐らくそういう機会、聞くこともなかったと思うのですけれども、それについ
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ては特に先生方から、私どもも教育研究会等で先生方とは一緒に研究しており

ましたけれども、そういう声はありませんでした。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○西村委員 家庭分野の家庭生活と地域とのかかわりについての取り扱いで、

幼児との触れ合い体験について、東京書籍で３つの実践例、開隆堂で４つの実

践例ということなのですけれども、具体的にはどのような実践例なのですか。 

○村上小委員会委員長 東京書籍186ページから見ていただきたいんですけれ

ども、まず、幼児と触れ合おうという事前の幼児と触れ合うことの意義等につ

いて、それから活動の流れについて確認した後、実習例として189ページ。委員

のご指摘の実践例は190ページです。施設訪問、まず１つ。それから192ページ

は、中学校への招待。それから194ページでは、写真での観察。これは東京書籍

でございます。 

それから開隆堂については、同じように51ページ、ご覧ください。方法１と

いうことで、保育所や幼稚園などに行ってみようという扱いが51ページから始

まっております。52ページ、方法２、幼児を学校に招待しよう。方法３、子育

て支援センターや児童館に行ってみよう。53ページ、幼児の世界を体験してみ

ようという中で、１、例えばビデオを見るとか、２、幼児のころの遊びをして

みようとか、３、絵本を読んでみようとか、４、ロールプレイングなどをして

幼児や保育士さんになってみよう等の例が紹介されております。 

○西村委員 札幌市で多くの学校があるのですけれども、どのあたりが多くな

りそうなのですか、体験例としては。 

○村上小委員会委員長 私の経験からいって、地域に出かけていって、保育所

等を訪問するということが、札幌市では、それ自体必修ですから、地域のそう

いう施設と連携をとって、訪問し、体験学習をほぼすると思います。保育所さ

んとか幼稚園さんのほうも、ご協力をかなりいただいていて、３年生で出かけ

たりしたときに、12月ぐらいになると園児たちが中学校を訪問し、お兄さんや

お姉さんに受験頑張ってなどという絵手紙などを書いてくれるというようなこ

とが既に実践されておりますので、札幌市の場合ですと大体そういったことが

できるのではないか、あるいはまた、しなくてはいけないのではないかとも考

えております。 

○長谷川指導担当係長 補足いたしますけれども、子育て支援センター等の区

との連携も今進めておりまして、先日、南が丘中学校と子育て支援センターの

幼児の触れ合い活動が新聞報道等でも出ておりましたけれども、学校がそうい

うような活動についてもまた推進していく予定であります。 

○山中委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員 指導要領等の扱いとしてはどうなのですか。幼児と接するという
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意味では、何か慎重に運ばなければいけないという側面があると思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

○長谷川指導担当係長 学習指導要領上は、解説の中で、幼児と触れ合う活動

などの直接的な体験を通して、幼児への関心を高めるとともに、幼児とのかか

わり方を工夫できるようにするということで、直接的な体験を通していくとい

うことを例示としては挙げているのですけれども、実は一昨年度、インフルエ

ンザ等のこともありまして、なかなか保育園、幼稚園との連携が難しいという

時期もございましたので、そのような場合には、学校の状況ですとか、こうい

う社会的な背景、状況を踏まえた上で、写真ですとか、そういうようなものに

切り替えて学校では対応させていただいております。 

○山中委員長 そのほか、いかがでしょう。特にありませんか。それでは、技

術・家庭につきましては、東書と教育図書、それから開隆堂の３者でございま

すので、選定候補の対象としては１つに絞れないので、３者とも候補として８

月５日に採択をするということにしたいと思いますが、いかがですか。 

（「はい」の声あり） 

○山中委員長 では、そのようにさせていただきます。 

技術・家庭小委員会の委員長さん、ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の協議第１号の審議を終了いたしますが、今日の審

議の内容を踏まえて、またさらに委員の皆さん個別に教科書を検討していただ

きまして、８月５日に向けて準備をお願いしたいと思います。 

明後日は、中学校部会の残りの５つの小委員会と高等学校部会、それから特

別支援教育部会の関係を審議の対象としておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

この関係で何か、委員の方からございましょうか。 

それでは、以上で、平成23年第10回教育委員会会議を終了させていただきま

す。 
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